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感謝を込めた
ながのブルーライトアップ
　5月1日㈮～15日㈮に、新型コロ
ナウイルス感染症が拡大する中、最
前線で尽力されている医療従事者や
物流を担う運送関係者などの皆さん
に感謝の気持ちを示し、応援するた
め、市役所第一庁舎で実施しました。
　感染拡大防止のため、引き続き小
まめな手洗いや、「3密」を避ける行動
へのご協力をお願いします。
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長野市の人口
総　数	 374,653人（男181,623人　女193,030人）
世帯数	 162,232世帯

（令和2年5月1日現在）
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公
共
施
設（
建
築
物
）の「
個
別
施
設
計
画
」策
定
に
向
け
て

～
皆
さ
ん
の
声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
～

　
本
市
で
は
、
人
口
減
少
に
よ
る
市
民
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
、
老
朽
化
し
た
公
共
施
設
の

改
修
・
更
新
経
費
の
増
大
に
対
応
し
、
将
来
に
わ
た
り
公
共
施
設
を
最
適
な
状
態
で
維

持
し
て
い
く
た
め
、「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」
に
基
づ
き
、
施
設
総
量
の
縮
減

と
適
正
配
置
や
、
計
画
的
な
長
寿
命
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
た
め
、
本
年
度
、「
個
別
施
設
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　
計
画
の
素
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
よ
り
良
い
計
画
と
し
て
い
く
た
め
、
皆

さ
ん
の
声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

   

個
別
施
設
計
画
と
は

　
個
別
施
設
計
画
は
、
点
検
・
診
断
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
個
別
施
設
の
状
態
な
ど
を

基
に
施
設
を
総
合
的
に
評
価
し
、
施
設
ご

と
に
令
和
２
年
度
か
ら
10
年
間
の
改
修
・

更
新
・
集
約
化
な
ど
と
い
っ
た
建
物
の
対

策
の
内
容
や
、
実
施
時
期
を
示
す
も
の
で

す
。

　
個
別
施
設
計
画
の
策
定
に
よ
り
、
市
が

保
有
し
て
い
る
施
設
の
全
体
を
把
握
し
、

長
期
的
な
視
点
を
も
っ
て
、
更
新
・
統
廃

合
・
長
寿
命
化
な
ど
を
計
画
的
に
推
進
す

る
こ
と
で
、
財
政
負
担
を
軽
減
・
平
準
化

す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
の
適
切
な
保

全
と
最
適
な
配
置
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
普
通
財
産
を
含
め
た
市
有
建
築
物
を
対

象
に
、
施
設
分
類
ご
と
、
３
ペ
ー
ジ
【
表

１
】
の
と
お
り
、
令
和
２
年
度
中
に
36
編

を
策
定
し
ま
す
。

   

対
策
な
ど
の
概
要

　
計
画
で
は
、
各
施
設
で
提
供
し
て
い
る

機
能
（
サ
ー
ビ
ス
）
を
将
来
的
に
ど
う
し

て
い
く
か
と
い
う「
機
能
の
方
向
性
」と
、

そ
の
機
能
の
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
、

現
在
の
建
物
（
ハ
ー
ド
面
）
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
「
建
物
の
対
策
等
」
を
示
し
ま

す
。

　
「
機
能
の
方
向
性
」と「
建
物
の
対
策
等
」

の
関
係
は
、【
図
１
】
の
と
お
り
で
す
。

   

対
策
の
実
施
時
期

　
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
を

「
前
期
」、
令
和
７
年
度
か
ら
令
和
11
年
度

ま
で
を
「
後
期
」
と
し
て
、
対
策
の
実
施

時
期
を
示
し
ま
す
。

　
実
施
時
期
を
、
前
期
か
後
期
の
い
ず
れ

か
と
な
る
「
期
間
内
」
や
、
令
和
12
年
度

以
降
の
「
期
間
外
」
と
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

【図 1】　

こ
れ
ま
で
の
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
取
り
組
み
は
、

こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

機能の方向性 建物の対策等
継　続 集約化・複合化

長寿命化

単独改築

転　用

解体等

事後保全

民間譲渡等

転　用

解体等

事後保全

民営化

廃　止

要検討

老朽化した建物を集約化・複合化

長く使うために長寿命化（目標80年）

老朽化した建物をそのまま建て替え

機能移転後に建物を他の使い方に転用
（必要な改修は実施）
機能移転後に建物の解体・譲渡・貸し
付けなど
更新や長寿命化はせず、補修しながら
使う

民営化のため建物を譲渡か貸し付け

他の使い方に転用
（必要な改修は実施）

解体・譲渡・貸し付けなど

方向性が決まるまで補修
しながら使う
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問
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　

推
進
課

　

蘂
224
・
７
５
９
２ 

ＦＡＸ
224
・
７
９
６
４

　
　

koukyou@
city.nagano.lg.jp

   

対
策（
素
案
）の
全
体
像

　
「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」
で
は

四
つ
の
基
本
方
針
を
定
め
て
お
り
、
こ
の

う
ち
、
施
設
総
量
の
縮
減
で
は
、
施
設
全

体
の
延
床
面
積
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
縮
減
を

目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
素
案
で
は
、
策
定
済
み
の
計
画

も
含
め
た
評
価
対
象
施
設
全
体
で
、
10
年

後
に
施
設
が
減
る
「
解
体
等
」
と
「
民
間

譲
渡
等
」と
し
た
施
設
の
面
積
の
合
計
は
、

9
・
6
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
長
寿
命
化
に
よ
る
建
て
替
え
の

先
送
り
な
ど
も
含
め
た
対
策
に
よ
る
費
用

の
削
減
効
果
は
、
約
１
１
８
５
億
円
と
試

算
し
て
い
ま
す
。

   

策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
計
画
は
、
議
会
や
審
議
会
（
公
共
施
設

適
正
化
検
討
委
員
会
）
の
意
見
を
踏
ま
え

な
が
ら
策
定
し
ま
す
。

　
ま
た
、
11
月
ご
ろ
に
計
画
案
に
つ
い
て

意
見
公
募（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）を
実

施
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
お
聴
き
し
な
が

ら
、令
和
３
年
１
月
ご
ろ
に
策
定
し
ま
す
。

　
ご
質
問・ご
意
見
を

　
　
　
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　
素
案
へ
の
ご
質
問
な
ど
を
６
月
15
日
㈪

か
ら
７
月
31
日
㈮
ま
で
募
集
し
ま
す
。

　
素
案
は
、
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推

進
課
（
第
二
庁
舎
４
階
）、
各
支
所
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
全
戸
回
覧
チ
ラ
シ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【表 1】　

　

本
市
は
、「
将
来
世
代
に
負
担
を
先
送

り
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
良
い
資
産
を
次

世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
」
を
基
本
理
念

と
し
て
、
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　
人
口
減
少・少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、

生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
、
社
会
保
障
関

連
経
費
が
増
大
す
る
中
、
公
共
施
設
は
、

増
や
す
時
代
か
ら
減
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い

時
代
に
百
八
十
度
転
換
し
て
い
ま
す
。
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
に
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

１．施設総量の縮減と適正配置の実現
　（新規整備の抑制、施設の複合化・多機能化　ほか）
　→ 施設全体の延床面積を20年間で20パーセント

縮減
２．計画的な保全による長寿命化
　（長寿命化計画・施設点検マニュアル策定　ほか）
３．効果的・効率的な管理運営と資産活用
　（管理運営効率化、受益者負担の適正化　ほか）
４．全庁的な公共施設マネジメントの推進　

四つの基本方針

　素案の公表
→質問・意見募集

　案の公表（11月ごろ）
→意見公募
　（パブリックコメント）

個別施設計画決定
（令和3年1月ごろ）

策定単位 評価対象
1 学校施設編 94施設
2 その他施設（学校教育）編 10施設
3 公民館・交流センター編 62施設
4 集会所編 20施設
5 市民文化・コンベンション施設編 6施設
6 図書館編 2施設
7 博物館編 19施設
8 隣保館編 4施設
9 その他施設（生涯学習・文化）編 11施設

10 温泉保養・宿泊施設編 17施設
11 スキー場、キャンプ場編 7施設
12 その他施設（観光・レジャー）編 16施設
13 産業振興施設編 49施設
14 体育館・屋内運動場編 42施設
15 運動場等付帯施設編 10施設
16 大規模運動施設編 11施設
17 その他施設（体育）編 6施設
18 老人憩の家編 11施設
19 高齢者福祉施設編 36施設
20 障害福祉施設編 14施設
21 保健センター編 12施設
22 保育所・認定こども園編 34施設
23 児童館・児童センター編 40施設
24 その他子育て支援施設編 6施設
25 その他施設（保健福祉）編 6施設
26 病院・診療所編 19施設
27 本庁舎編 2施設
28 支所編 30施設
29 消防庁舎編 16施設
30 消防団詰所編 80施設
31 教職員・職員住宅編 44施設
32 その他施設（行政）編 30施設
33 その他施設（公営住宅）編 5施設
34 駐車場編 4施設
35 交通施設編 3施設
36 その他施設（その他）編 26施設

策
定
済

市民プール編 10施設
公文書館編 2施設
戸隠福祉企業センター編 3施設
市営住宅等編 89施設

全　40編 908施設
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健
康
診
断
と
併
せ
て
、風
し
ん
抗
体
検
査・

予
防
接
種
を
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う

■
検
査
・
接
種
の
流
れ

予
防
接
種（
無
料
）を
受
け
ま
し
ょ
う

ク
ー
ポ
ン
が
届
き
ま
す

抗
体
な
し

抗
体
あ
り

抗
体
検
査（
無
料
）を
受
け
ま
し
ょ
う

　
風
し
ん
に
感
染
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
昭
和
37
年
4
月
2
日
か
ら
昭
和
54
年
4
月
1

日
生
ま
れ
の
男
性
を
対
象
に
、
令
和
元
年
度
か
ら
3
年
間
、
風
し
ん
抗
体
検
査
と
予

防
接
種
を
原
則
無
料
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
所
健
診
な
ど
の
健
康
診
断
と
併
せ
て
、
抗
体
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

   

風
し
ん
と
は

　

感
染
者
の
飛
ま
つ
（
唾
液
の
し
ぶ
き
）

な
ど
に
よ
っ
て
他
の
人
に
う
つ
る
、
感
染

力
が
高
い
感
染
症
で
す
。

   

風
し
ん
に
感
染
す
る
と

　

大
人
に
な
っ
て
風
し
ん
に
感
染
す
る

と
、
多
く
は
無
症
状
や
軽
症
で
す
が
、
ま

れ
に
重
篤
な
合
併
症
を
併
発
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
身
は
無
症
状
で
も

他
の
人
に
風
し
ん
を
う
つ
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
妊
娠
早
期
の
妊
婦
が
風
し
ん
に
感
染
す

る
と
、
出
生
児
が
先
天
性
風
し
ん
症
候
群

（
眼
や
耳
、
心
臓
に
障
害
が
起
こ
る
こ
と
）

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
感
染
を
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
社

会
全
体
で
免
疫
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

   

本
年
度
の
抗
体
検
査
・ 

  
予
防
接
種

○
本
年
度
の
対
象
者

　
昭
和
37
年
4
月
2
日
か
ら
昭
和
47
年
4

月
1
日
生
ま
れ
の
男
性
（
6
月
上
旬
に
ク

ー
ポ
ン
を
送
付
予
定
）

※
令
和
元
年
度
の
対
象
者
で
、
ま
だ
抗
体

検
査
を
受
け
ず
に
、
ク
ー
ポ
ン
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
本
年
度
に
そ
の
ク
ー
ポ

ン
で
風
し
ん
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
の
実
施
内
容

　
実
施
医
療
機
関
や
事
業
所
健
診
な
ど
で

風
し
ん
の
抗
体
検
査
を
受
け
、
十
分
な
抗

体
が
な
い
と
判
明
し
た
場
合
に
は
、
予
防

接
種
が
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
実
施
医
療
機
関
な
ど
詳
し
く

は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
保
健
所
健
康
課

　

蘂
226
・
９
９
６
４ 

ＦＡＸ
226
・
９
９
８
２

　
　

h-kenkou@city.nagano.lg.jp

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
に
よ
る

特
別
定
額
給
付
金
を
給
付
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経

済
対
策
が
4
月
20
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
て
、
感
染
拡
大
防
止
に
留
意

し
つ
つ
、
迅
速
か
つ
的
確
に
家
計
へ
の
支

援
を
行
う
た
め
、
特
別
定
額
給
付
金
を
給

付
し
ま
す
。

※
5
月
15
日
時
点
の
情
報
で
す
。
最
新
情

報
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

●
給
付
対
象
者

　
基
準
日
（
4
月
27
日
）
に
お
い
て
、
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人

●
申
請
・
受
給
権
者

　
給
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

●
給
付
金
額

　
1
人
に
つ
き
10
万
円
（
1
回
限
り
）

●
給
付
開
始
時
期

　
5
月
26
日
か
ら
、
順
次
給
付
し
て
い
ま

す
。

●
申
請
方
法

　
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
次
の
い
ず
れ

か
の
方
法
に
よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
郵
送
申
請
方
式

　
5
月
末
ま
で
に
市
か
ら
発
送
し
た
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
添
付
書
類

（
世
帯
主
の
本
人
確
認
書
類
、
預
貯
金
通

帳
な
ど
の
コ
ピ
ー
）
と
と
も
に
、
同
封
し

た
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
方
式

　
政
府
が
運
営
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ

ス
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」
を
通
じ
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限
（
郵
送・オ
ン
ラ
イ
ン
共
通
）

　
8
月
18
日
㈫
（
消
印
有
効
）

◎
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦
世
帯
主
に
よ
る
申
請
が
困
難
な
場
合

は
、
代
理
人
（
条
件
あ
り
）
が
世
帯
主

に
代
わ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◦
配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
か
ら
の
暴
力
な

ど
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
人
は
、
所

定
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
同

伴
者
の
分
を
含
め
て
給
付
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

 

給
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
や
総
務
省
な
ど
が
、
次
の
こ
と
を
行

う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

◦
手
数
料
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

◦
メ
ー
ル
を
送
り
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ク
リ
ッ
ク

し
て
申
請
手
続
き
を
求
め
る
こ
と

●
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
8
月
18
日
ま
で
）

◇ 

特
別
定
額
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

〔
8
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）〕

　

蘂
217
・
０
０
１
９

　
　

shom
u_tk@

city.nagano.lg.jp
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　防災行政無線の屋外スピーカーで放送した内容は、フリーダイヤル
「0120-479-231」で確認することができます（豊野、戸隠、鬼無里、大岡、
信州新町、中条の各支所からの放送には対応していません）。

6
月
は
「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」
で
す

　
「
み
ん
な
で
防
ご
う
土
砂
災
害
」
を
合
言
葉
に
、
防
災
意
識
を
高
め
、「
日
頃
の

備
え
」
と
「
早
め
の
避
難
」
を
心
掛
け
、
災
害
が
起
き
た
場
合
は
、
安
全
な
避
難

行
動
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

　
全
国
で
は
、
毎
年
多
く
の
土
砂
災
害
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
令
和
元
年
に
お
い
て

も
、
東
日
本
台
風
な
ど
に
よ
り
発
生
し
た

土
砂
災
害
は
１
９
９
６
件
を
数
え
、
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
市
で
は
、

土
砂
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
さ
ま
ざ

ま
な
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
が
、
自
然
災

害
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
災
害
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
避
難
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
避
難
場
所
、
避
難
経
路
や
危
険
な
場

所
を
確
認
し
て
お
き
、
災
害
時
に
素
早
い

避
難
行
動
を
と
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
避

難
経
路
、
避
難
場
所
は
、
自
ら
の
足
で
回

り
、
確
認
す
る
こ
と
で
防
災
意
識
も
高
ま

り
ま
す
。
そ
の
際
、
市
が
作
成
し
た
「
土

砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

自
分
の
身
は
自
分
で
守
る

　
災
害
に
よ
る
被
害
を
少
し
で
も
小
さ
く

す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
命
は
自
ら
で
守

る
と
い
う
意
識
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
日

頃
か
ら
気
象
情
報
に
関
心
を
持
ち
、
特
に

大
雨
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
の
気
象
情
報
に
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

土
砂
災
害
警
戒
情
報

　
大
雨
警
報
発
表
中
、
さ
ら
に
土
砂
災
害

の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
と
き
、
長
野
県
と

気
象
台
が
共
同
で
、「
土
砂
災
害
警
戒
情

報
」
を
発
表
し
ま
す
。

情
報
伝
達

　
土
砂
災
害
警
戒
情
報
や
避
難
に
関
す
る

情
報
を
、
防
災
行
政
無
線
や
緊
急
速
報
メ

ー
ル
（
エ
リ
ア
メ
ー
ル
）
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、

家
族
や
地
域
の
皆
さ
ん
で
、
災
害
時
の
連

絡
先
や
連
絡
方
法
な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
決

め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

備
蓄
品
・
非
常
持
ち
出
し
品
の
準
備

　

市
で
は
、
防
災
備
蓄
倉
庫
を
設
置
し
、

非
常
用
の
食
料
な
ど
を
備
蓄
し
て
い
ま
す

が
、
必
要
な
物
資
の
全
て
を
市
の
備
蓄
で

賄
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
3
日
分
程
度

の
食
料
な
ど
、
必
要
な
も
の
を
自
宅
に
備

え
、
非
常
時
に
は
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
よ

う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◆
長
野
市
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
市
政
放
送

「
家
庭
で
も
非
常
備
蓄
品
を
準
備
し
よ
う
」

　

下
の
コ
ー
ド
を
読
み
込

む
と
、
動
画
サ
イ
ト
が
表
示

さ
れ
ま
す
。

長
野
市
防
災
メ
ー
ル

　
「
長
野
市
防
災
メ
ー
ル
」
は
、
市
に
関

係
す
る
気
象
情
報
や
河
川
の
水
位
情
報
な

ど
を
配
信
し
て
い
ま
す
。
災
害
へ
の
備
え

と
し
て
、
正
確
な
情
報
を
い
ち
早
く
知
る

こ
と
も
大
切
で
す
の
で
、
下

の
コ
ー
ド
を
ご
利
用
い
た
だ

き
、ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

※
空
メ
ー
ル
を
送
信
後
、
画
面
表
示
に
従

い
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

○
配
信
さ
れ
る
防
災
情
報

　
緊
急
情
報
（
避
難
、
火
災
、
救
助
、
そ

の
他
の
緊
急
情
報
）
／
地
震
情
報
（
震
度

4
以
上
）
／
気
象
情
報
（
大
雨
・
洪
水
・

大
雪
に
関
す
る
警
報
・
注
意
報
、
記
録
的

短
時
間
大
雨
情
報
）
／
土
砂
災
害
警
戒
情

報
／
竜
巻
注
意
情
報
／
河
川
水
位
観
測
情

報※
長
野
市
防
災
メ
ー
ル
の
利
用
・
登
録
は

無
料
で
す
が
、
通
信
料
は
利
用
者
負
担

と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
防
災
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
防
災
課

　

蘂
224
・
５
０
０
６ 

ＦＡＸ
224
・
５
１
０
９

　
　

kikibousai@city.nagano.lg.jp

建
築
確
認
申
請
が
必
要
で
す

　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
レ
ッ
ド

ゾ
ー
ン
）
内
で
、
居
室
を
有
す
る
建
築

物
の
建
築
を
す
る
場
合
は
、
建
築
基
準

法
に
定
め
る
構
造
規
定
に
適
合
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
建
築

確
認
申
請
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
建
築
指
導
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課

　

蘂
224
・
５
０
４
８  

ＦＡＸ
224
・
５
１
２
４

　
　

shidou@
city.nagano.lg.jp

■避難勧告などの発令と避難のタイミング
　災害の発生、発生の恐れがある場合に避難勧告などを発令します。
○【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始
◦避難に時間がかかる人とその支援者は、避難を開始する。その他の人

は、避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報などに注意し、
自発的に避難を開始する。

○【警戒レベル4】避難勧告
○ 【警戒レベル4】避難指示（緊急）＝ 既に災害が発生していてもおかしく

ない、極めて危険な状況
※自宅などから出て、避難が必要な場合は、新型コロナウイルス感染症

の感染リスクを下げるための避難（安全な地域にいる親戚や友人などの
家への避難や、安全な場所での車の中で待機など）についても、家族な
どと一緒に確認しておきましょう。詳しくは、市ホームページ「災害時
の避難について（新型コロナウイルス感染症と自然災害の複合災害に備
えて）」をご覧ください。



広報ながの　2020.６ 6

介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す

【表1】介護保険の財源と納付方法

一人一人が直接
市に納めます

加入している医療
保険と合わせて

納めます

第１号被保険者
65歳以上

第２号被保険者
40歳～64歳

介護サービスにかかる費用

介護給付費
９割から7割

利用料
1割から

3割
自己負担公費 保険料

50％ 27％ 23％

市
12.5％

県
12.5％

国
25％

第2号
被保険者

第1号
被保険者

介護
サービス
利用者

　
65
歳
以
上
の
人
に
納
め
て
も
ら
う
令
和

2
年
度
の
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を
、

6
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

 

介
護
保
険
の
仕
組
み

　
介
護
保
険
は
、介
護
や
予
防
が
必
要
な
被

保
険
者
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
、

被
保
険
者
自
身
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
社
会
保
険
制
度
で
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
、
利

用
者
が
1
割
か
ら
3
割
を
負
担
し
て
、
残

り
を
介
護
保
険
料
と
公
費
（
国
・
県
・
市
）

で
半
分
ず
つ
負
担
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
（
表
1
）。

 

第
1
号
被
保
険
者
と 

 

第
2
号
被
保
険
者

　
介
護
保
険
の
加
入
者
は
、
65
歳
以
上
の

第
1
号
被
保
険
者
と
、
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で
の
第
2
号
被
保
険
者
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。第
2
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
は
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
と
合
わ
せ
て
納

め
ま
す
。

　
65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
、
第
1
号
被
保

険
者
に
な
る
と
、
介
護
保
険
料
の
納
め
方

が
変
わ
り
、
医
療
保
険
と
は
別
に
一
人
一

人
が
直
接
市
に
納
め
ま
す
。
65
歳
に
な
っ

た
月
（
誕
生
日
の
前
日
の
属
す
る
月
）
分

か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

第
2
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
は
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご
と
の
算
定
方

法
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。詳
し
く
は
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

 

介
護
保
険
料
の
決
め
方

　
第
1
号
被
保
険
者
の
本
年
度
分
の
介
護

保
険
料
は
、
世
帯
の
課
税
状
況
と
本
人
の

所
得
な
ど
に
応
じ
て
決
め
て
い
ま
す
。
6

月
中
旬
に
納
入
通
知
書
が
お
手
元
に
届
き

ま
し
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
の
申
告
期
限
の
延
長
や
令

和
元
年
東
日
本
台
風
災
害
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
影
響
に
よ
り
減

免
さ
れ
、保
険
料
が
変
更
と
な
る
場
合
は
、

7
月
以
降
に
改
め
て
通
知
し
ま
す
。

 
第
1
号
被
保
険
者
の 

 
介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

　
第
1
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
の
納

付
方
法
に
は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の

2
種
類
が
あ
り
、
受
給
し
て
い
る
公
的
年

金
の
種
類
や
金
額
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

納
付
方
法
を
ご
自
身
で
選
択
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

●
特
別
徴
収

　
［
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
て
納
付
］

▼
対
象
／
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
を
年
額
18
万
円
以

上
受
給
し
て
い
る
人

▼
納
付
方
法
／
年
金
支
払
の
月（
4・
6・

8・10・12・2
月
）に
、
年
金
か
ら
差
し
引

か
れ
ま
す（
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

●
普
通
徴
収

　
［
納
付
書
・
口
座
振
替
で
納
付
］

▼
対
象
／
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い

人▼
納
付
方
法
／
6
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で

の
10
回
の
納
期
限
に
分
け
た
納
付
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
ご
確
認
の
上
、
金
融
機
関

（
郵
便
局
含
む
）、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、
ペ
イ
ジ
ー
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
介
護
保
険
課
（
第

二
庁
舎
1
階
）、
各
支
所
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
た
場
合

は
、
指
定
の
口
座
か
ら
振
り
替
え
と
な
り

ま
す
。

○
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
受
給
し
て
い

る
公
的
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
も
、

一
時
的
に
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

◦
年
度
途
中
で
65
歳（
第
1
号
被
保
険
者
）

に
な
っ
た

◦
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た

◦
年
度
途
中
で
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た

◦
受
給
し
て
い
る
年
金
の
受
給
権
に
変
更

が
あ
っ
た

介護保険課からのお知らせ
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◦
確
定
申
告
、
修
正
申
告
な
ど
保
険
料
算

定
の
所
得
が
変
更
に
な
り
、
保
険
料
段

階
が
変
わ
っ
た　
な
ど

※
特
別
徴
収
開
始
の
要
件
が
整
っ
た
と
き

は
、
一
定
期
間
経
過
後
に
特
別
徴
収
に

切
り
替
わ
り
ま
す
（
手
続
き
は
不
要
で

す
）。

 

口
座
振
替
な
ら 

 

便
利
で
確
実

　

納
付
書
で
保
険
料
を
納
め
る
人
に
は
、

納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
の
ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
納
付
書

に
同
封
の
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
返
送
す
る
か
、預
貯
金
通
帳
、

通
帳
の
届
け
出
印
、
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
を
持
参
の
上
、
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
・
郵
便
局
か
介
護
保
険
課
（
第
二

庁
舎
1
階
）、
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

 

保
険
料
の
徴
収
猶
予
・ 

 

減
免

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
災
害
や
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
、
収
入
が
減
少
し
た
場
合
に
は
、
介
護

保
険
料
の
減
免
を
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、介
護
保
険
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
収
入
が
少
な
く
生
活
が
困

難
な
人
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
も
、
介
護
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
付

に
つ
い
て
も
随
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
介
護
保
険
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

 

保
険
料
を
納
め
な
い
と

　
未
納
の
期
間
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を

講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
未
納
期
間
が

長
く
な
る
と
、
段
階
的
に
自
己
負
担
が
重

く
な
り
ま
す
。

　
現
在
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

な
く
て
も
、
介
護
保
険
料
の
未
納
が
将
来

の
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
影
響
し
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
を
全
額
い
っ

た
ん
自
己
負
担

◦
申
請
に
よ
り
払
い
戻
さ
れ
る
保
険
給
付

の
一
部
か
全
部
を
、
一
時
的
に
差
し
止

め
◦
利
用
者
負
担
割
合
の
引
き
上
げ

問
介
護
保
険
課

　

保
険
料
額
、あ
ん
し
ん
い
き
い
き
プ
ラ
ン
21
な
ど
に
関
す
る
こ
と

　

蘂
224
・
７
９
９
１

　

納
付
に
関
す
る
こ
と　

蘂
224
・
７
９
３
１　

ＦＡＸ
共
通
224
・
８
６
９
４

　
　

kaigo@
city.nagano.lg.jp

あ
ん
し
ん
い
き
い
き
プ
ラ
ン
21

～
第
8
次
長
野
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

　
第
7
期
長
野
市
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
～

　
「
あ
ん
し
ん
い
き
い
き
プ
ラ
ン
21
」
は
、
本
市
の
「
高
齢
者
に
関
す
る
福
祉
及
び

介
護
保
険
事
業
の
指
針
」「
具
体
的
施
策
の
実
施
」「
介
護
保
険
料
額
の
算
定
基
礎
と

な
る
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
」
な
ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
幅
広
い
意
見
や
提
案
を
い
た
だ
き
な
が
ら
策

定
作
業
を
進
め
、
3
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現在の計画

●計画期間／平成30年度～令和2年度（最終目標を令和2年度
に設定）
●基本理念／住み慣れた地域で支え合い、自分らしく健やか
で生きがいを持って生活できるまち“ながの”
●基本的な政策目標／「健康保持増進の取り組みを推進」「住
民主体の介護予防の場を充実」「『地域包括ケアシステム』の深
化・推進」「必要に応じて適切な介護サービスが提供される体
制の確保や充実」を目標に掲げ、各事業を実施しています。

新しい計画

●計画期間／令和3年度～令和5年度（最終目標を令和5年度
に設定）
●見直しの考え方／現在の計画に基づく事業の現状把握と課
題分析を行った上、各事業の見直しを行うものです。既に各
種調査を行い、意見・提案をいただいていますが、より実効
性の高い計画とするため、新しい計画の素案ができる12月
ごろに、意見公募（パブリックコメント）を実施する予定です。
皆さんのご協力をお願いします。

保
険
料
の
還
付
金
詐
欺
に 

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
内
で
は
、
市
職
員
を
装
い
、
介

護
保
険
料
の
還
付
金
が
あ
る
と
偽

り
、
特
定
の
電
話
に
連
絡
さ
せ
、
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
、
現
金
を
振

り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
事
案
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
詐
欺
で
す
の

で
、
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

介護保険課からのお知らせ
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み
ん
な
の
国
民
健
康
保
険

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
自
営
業
や
農
業
な
ど
に
従
事
す
る
人
、
職
場
を
退

職
し
て
い
ず
れ
の
健
康
保
険
に
も
加
入
し
て
い
な
い
人
が
加
入
す
る
、「
国
民
皆
保

険
」
を
支
え
る
重
要
な
健
康
保
険
制
度
で
す
。

　
国
保
の
保
険
料
の
金
額
と
納
付
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
給
付
制
度
な
ど
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

令
和
２
年
度
の
保
険
料
率 

 

な
ど
に
つ
い
て

　
国
保
財
政
は
、
加
入
者
の
高
齢
化
な
ど

に
よ
る
医
療
費
の
増
加
や
、
小
規
模
な
保

険
者
（
運
営
主
体
の
市
町
村
）
が
多
く
、

財
政
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
、
な
ど
の

構
造
的
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
第
一
期
財
政
健
全
化
計
画
を

策
定
し
、
収
納
率
の
向
上
や
保
健
事
業
な

ど
の
推
進
に
よ
る
医
療
費
の
抑
制
な
ど
保

険
者
と
し
て
の
市
の
努
力
と
、
皆
さ
ん
に

ご
負
担
い
た
だ
く
保
険
料
の
計
画
的
な
見

直
し
を
２
本
の
柱
と
し
て
、
国
保
財
政
の

健
全
化
と
安
定
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
計
画
に
基
づ

き
、
基
礎
賦
課
分
（
医
療
分
）
の
所
得
割

保
険
料
率
を
令
和
元
年
度
に
改
定
し
ま
し

た
が
、
令
和
２
年
度
は
据
え
置
き
、
基
礎

賦
課
分（
医
療
分
）と
介
護
納
付
金
分（
介

護
分
）
の
年
間
保
険
料
の
限
度
額
（
賦
課

限
度
額
）
の
引
き
上
げ
（
表
１
）
と
、
５

割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
軽
減
所
得
判
定
基

準
額
の
拡
充
の
み
を
行
い
ま
し
た
（
表

2
）。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
国
保
財
政
の
健
全

化
と
安
定
化
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

 

令
和
元
年
東
日
本
台
風
災
害 

 

に
伴
う
減
免
に
つ
い
て

■
保
険
料
の
減
免

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、
主

な
生
計
維
持
者
が
被
害
を
受
け
た
場
合

に
、
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
保
険
料
の
減

免
を
行
っ
て
い
ま
す
（
表
３
）。

　
減
免
対
象
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
令
和

元
年
度
は
納
期
が
10
月
期
～
３
月
期
の
も

の
、
令
和
２
年
度
は
４
月
分
～
９
月
分
に

相
当
す
る
月
割
算
定
額
で
す
。

　
減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
ま
だ
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
早

め
に
国
民
健
康
保
険
課（
第
一
庁
舎
2
階
）

か
各
支
所
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、令
和
２
年
度
分
の
減
免
申
請
は
、

令
和
元
年
度
に
申
請
が
済
ん
で
い
る
場
合

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

区分 基礎賦課分
（医療分）

後期高齢者
支援金等賦課分
（支援金分）

介護納付金
賦課分

（介護分）

所得割 8.2％ 2.8％ 2.6％
均等割 17,760円 6,240円 8,760円
平等割 19,680円 7,560円 7,080円
年間限度額

（参考・令和
元年度）

63万円
（61万円）

19万円
（19万円）

17万円
（16万円）

【表 1】令和２年度の保険料率

【表 2】保険料の軽減所得判定基準額

【表 3】令和元年東日本台風災害に伴う保険料の減免

区　分 減免割合 所得
要件

居住する
住宅の損害

全壊＝10/10
大規模半壊・半壊・床上浸水＝1/2 なし

廃業・失業・
収入減少

廃業・失業＝10/10
収入減少＝前年の合計所得額に応じて
減免

（10/10、8/10、6/10、4/10、2/10）

あり

※ 「廃業・失業・収入減少」の場合は、国民健康保険課のみで申
請を受け付けています。

区分 改定前
（令和元年度）

改定後
（本年度）

７割軽減 33万円 33万円（改定なし）

５割軽減 33万円+世帯の加入者
数×28.0万円

33万円+世帯の加入者
数×28.5万円

２割軽減 33万円+世帯の加入者
数×51万円

33万円+世帯の加入者
数×52万円

■
窓
口
負
担
金
の
減
免

　
住
家
が
床
上
浸
水
以
上
の
被
災
を
さ
れ

た
場
合
は
、
９
月
30
日
㈬
ま
で
、
窓
口
負

担
金
（
一
部
負
担
金
）
の
支
払
い
が
不
要

と
な
り
ま
す
。
受
診
の
際
に
一
部
負
担
金

免
除
証
明
書
の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
該
当
す
る
世
帯
で
免
除
証
明
書
が
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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保
険
料
の
減
免
・
軽
減

●
職
場
の
都
合
（
倒
産
や
解
雇
）
な
ど
で

離
職
し
た
人
（
離
職
時
の
年
齢
が
64
歳

以
下
の
人
）
は
、
申
請
に
よ
り
、
該
当

す
る
人
の
前
年
の
給
与
所
得
の
み
を
１

０
０
分
の
30
に
減
額
し
て
保
険
料
を
計

算
し
ま
す
（
軽
減
期
間
は
、
離
職
日
に

よ
り
異
な
り
ま
す
）。

▼
対
象
／
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
に
、
次
の
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ

て
い
る
人

○
コ
ー
ド
／
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34

▼
手
続
き
／
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と

印
鑑
を
持
参
の
上
、
国
民
健
康
保
険
課

か
各
支
所
へ

●
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
時

点
か
ら
５
年
の
間
に
、
そ
の
世
帯
の
国

保
加
入
者
が
１
人
と
な
っ
た
場
合
、
保

険
料
の
「
医
療
分
」
と
「
支
援
金
分
」

の
「
平
等
割
額
」
を
２
分
の
１
に
減
額

し
ま
す
。
そ
の
後
も
引
き
続
き
加
入
者

が
１
人
と
な
る
場
合
は
、
３
年
間
保
険

料
の「
医
療
分
」と「
支
援
金
分
」の「
平

等
割
額
」を
４
分
の
３
に
減
額
し
ま
す
。

●
社
会
保
険
な
ど
の
被
保
険
者
が
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
被
扶
養
者
（
65
歳
～
74
歳
）

が
新
た
に
国
保
に
加
入
し
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
、保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
火
災
な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

難
に
な
っ
た
場
合
、
一
定
の
基
準
に
該

当
す
れ
ば
保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

　
国
民
健
康
保
険
料
納
額
通
知
書
は
、
世

帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、

同
じ
世
帯
に
国
保
の
加
入
者
が
い
れ
ば
、

世
帯
主
宛
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

 

保
険
料
の
納
付

◎
納
期
限
内
の
納
付
に 

　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
本
年
度
の
「
国
民
健
康
保
険
料
納
額
通

知
書
」
は
、
６
月
16
日
㈫
に
発
送
し
ま
す

（
到
着
ま
で
に
３
日
程
度
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）。
保
険
料
は
、
１
年
分
（
４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
分
）
を
、
一
括

か
６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回
に
分

け
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
納
期
限
は
、
各
月
の
末
日
〔
土
・
日
曜

日
、
祝
休
日
の
場
合
は
、
金
融
機
関
の
翌

営
業
日
。
た
だ
し
、
12
月
分
は
12
月
28
日

㈪
〕
で
す
。
国
民
健
康
保
険
料
納
額
通
知

書
と
共
に
現
金
納
付
用
の
納
付
書
を
10
回

分
ま
と
め
て
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
納
期

限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

の
登
録
を
し
て
い
る
場
合
は
、
各
納
期
限

の
前
日
ま
で
に
口
座
の
残
高
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

◎
コ
ン
ビ
ニ
や
ペ
イ
ジ
ー
で
の 

　
　
納
付
も
可
能
で
す

　
い
ず
れ
も
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
保
険
料
の
納
付
場
所

◦
国
民
健
康
保
険
課
、
各
支
所

◦
金
融
機
関
（
郵
便
局
含
む
）

◦
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
各
納
期
限

ま
で
）

◦
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ

◦
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
モ
バ

イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
（
事
前
に
金
融
機
関

へ
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
）

◎
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
期
ご
と
に
指
定
の
口
座
か
ら
自
動
的

に
振
替
納
付
さ
れ
る
の
で
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
便
利
で
安
心
で
す
。
ま
た
、
一
度

手
続
き
を
す
る
と
、毎
年
継
続
し
ま
す（
世

帯
主
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
新
た
に

手
続
き
が
必
要
で
す
）。

　
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
場
合
は
、
金
融

機
関（
郵
便
局
含
む
）、国
民
健
康
保
険
課
、

各
支
所
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ

の
場
合
、
預
貯
金
通
帳
・
通
帳
の
届
け
出

印
・
国
民
健
康
保
険
料
納
額
通
知
書
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

 

保
険
料
の
特
別
徴
収 

　
 

（
公
的
年
金
か
ら
の
納
付
）

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
人
に
は
、
納

額
通
知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
保
険
料
は
、
世
帯
主
の
公

的
年
金
か
ら
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
／
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

は
、
所
定
期
間
に
中
止
の
申
し
出
が
な
い

限
り
、
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

◦
世
帯
主
が
、
国
保
の
被
保
険
者

◦
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
が
、
全
員
65
歳

以
上
74
歳
以
下

◦
世
帯
主
の
対
象
の
年
金
年
額
が
18
万
円

以
上

◦
特
別
徴
収
さ
れ
る
保
険
料
額
（
国
保
保

険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
算
額
）
が
、

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
額
の
２

分
の
１
以
下

※
要
件
か
ら
外
れ
る
と
、
年
度
の
途
中
で

も
普
通
徴
収（
現
金
納
付
か
口
座
振
替
）

に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
時
期
（
納
期
）

　
年
金
受
給
月
の
年
６
回
（
４
・
６
・
８
・

10
・
12
・
２
月
）

▼
徴
収
額

　
４
・
６
月
／
前
年
度
２
月
の
特
別
徴
収

額
と
同
額
か
、
前
年
度
の
年
間
保
険
料
額

の
６
分
の
１
の
額

　
８
・
10
・
12
・
２
月
／
本
年
度
保
険
料

額
か
ら
４・６
月
の
納
付
額
を
差
し
引
き
、

残
り
の
保
険
料
額
の
４
分
の
１
の
額

▼
口
座
振
替
へ
の
変
更

　
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
、
納
付
方
法
を

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
納
付
状
況
に
よ
り
変
更

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
）。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

　
治
療
の
際
に
、
医
療
機
関
な
ど
で
保
険

みんなの国保
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証
を
提
示
す
る
と
、
保
険
対
象
医
療
費
の

７
割
（
小
学
校
入
学
前
ま
で
は
８
割
、
70

歳
以
上
75
歳
未
満
は
７
割
か
８
割
）
を
国

保
が
負
担
し
ま
す
。

◎
こ
ん
な
給
付
も
受
け
ら
れ
ま
す

◆
療
養
費

　
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
た
費
用
の

う
ち
、
市
が
審
査
し
て
決
定
し
た
保
険
対

象
医
療
費
の
７
割
（
小
学
校
入
学
前
ま
で

は
８
割
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
は
７
割
か

８
割
）
を
給
付
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
】

▼
旅
行
中
の
急
病
な
ど
、
や
む
を
得
な
い

事
情
で
保
険
証
を
提
示
し
な
い
で
医
師

の
治
療
を
受
け
た
と
き

▼
柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
な
ど
）
の
施
術

を
受
け
、
保
険
対
象
と
認
め
ら
れ
た
と

き
▼
医
師
の
指
示
で
、
は
り
・
き
ゅ
う
、
マ

ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
を
受
け
た
と
き

▼
医
師
の
指
示
で
、
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の

補
装
具
を
作
っ
た
と
き

▼
海
外
渡
航
中
に
、
急
な
病
気
や
け
が
で

治
療
を
受
け
た
と
き

◆
高
額
療
養
費

　
同
じ
月
内
に
受
け
た
、
保
険
診
療
に
か

か
る
一
部
負
担
金
（
自
己
負
担
額
）
が
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、
自
己
負

担
限
度
額
と
の
差
額
を
高
額
療
養
費
と
し

て
給
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
室
料
差
額
（
差
額
ベ
ッ
ド
代
）

や
歯
科
の
材
料
差
額
な
ど
、
保
険
診
療
外

の
も
の
は
高
額
療
養
費
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

◆
限
度
額
適
用
認
定
証

　
受
診
の
際
に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
１
カ
月
（
１
日
か
ら
月

末
ま
で
）の
保
険
診
療
分
の
窓
口
負
担
は
、

高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
院
時
食
事

療
養
費
の
自
己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま

す
。

◆
出
産
育
児
一
時
金

　
加
入
者
が
出
産
し
た
と
き
（
12
週
以
上

の
死
産・流
産
も
対
象
）40
万
４
千
円（
産

科
医
療
補
償
制
度
加
入
医
療
機
関
で
の
出

産
は
、
１
万
６
千
円
を
加
算
）
を
給
付
し

ま
す
。

　
な
お
、
出
産
育
児
一
時
金
を
直
接
医
療

機
関
な
ど
へ
支
払
う
、
出
産
育
児
一
時
金

直
接
支
払
制
度
も
あ
り
ま
す
。

◆
葬
祭
費

　
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
葬
儀
を

行
っ
た
人
に
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

◎
給
付
を
受
け
る
に
は

▼
医
療
機
関
な
ど
に
支
払
っ
て
か
ら
２
年

以
内
に
申
請
（
請
求
）
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
（
請
求
）
の
際
に
は
、
領
収
書
の

原
本
が
必
要
で
す
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
高
齢
者
活
躍
支
援
課
（
蘂
224
・

８
７
６
７
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

交
通
事
故
な
ど
で
の 

 

け
が
の
治
療

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

傷
病
で
、
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て

治
療
を
受
け
る
場
合
は
、
事
前
に
国
民
健

康
保
険
課
へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
を
受
け
た
皆
さ
ん
へ

■
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
場
合
や
、
発
熱
な
ど
の
症
状
に
よ
り

感
染
が
疑
わ
れ
、
勤
務
先
を
休
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
の
期
間
に
無
給
や

減
給
と
な
る
国
保
加
入
の
被
用
者
（
給
与

な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人
）
に
対

し
、
傷
病
手
当
金
を
給
付
し
ま
す
。

　
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
給
付
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
令
和
２
年
中
の
収
入
が
減
少
す
る
見
込

み
の
人
は
、
前
年
の
収
入
額
に
応
じ
た
率

に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
所
得
要
件
あ
り
）。

　
国
民
健
康
保
険
課
で
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
所
得
の
減
少
が
確
認
で
き
る

資
料
な
ど
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
で
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
の

で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

　

加
入
・
脱
退
・
保
険
料
減
免

　
　

賦
課
担
当
蘂
224
・
５
０
２
５

　

保
険
料
の
支
払
い

　
　

収
納
担
当
蘂
224
・
７
２
６
０

　

高
額
療
養
費
、傷
病
手
当
金
な
ど

　
　

給
付
担
当
蘂
224
・
７
２
２
５

　

特
定
健
診
な
ど

　
　

健
診
担
当
蘂
224
・
７
２
４
１

　

 

ＦＡＸ
共
通
224
・
５
１
０
１

　
　

kokuho@
city.nagano.lg.jp

■
長
野
市
国
保
特
定
健
診
な
ど
の
実
施
見

合
わ
せ
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、
６
月
の
国
保
特
定
健
診
、
後

期
高
齢
者
健
診
、
30
歳
代
の
国
保
健
診
、

各
種
が
ん
検
診
な
ど
の
実
施
を
見
合
わ
せ

ま
す
。

　

再
開
の
時
期
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。再
開
後
は
、発

熱
、咳
、息
苦
し
さ
、倦
怠（
け
ん
た
い
）感

な
ど
の
自
覚
症
状
が
あ
る
場
合
は
、受
診

を
控
え
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
所
得
が
相
当
程
度
ま
で
減
少
し

た
場
合
、免
除
な
ど
の
申
請
が
可
能
で
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課
国
民
年
金
室

　

蘂
224
・
５
０
２
６ 

ＦＡＸ
223
・
７
２
０
０

　
　

nenkin@
city.nagano.lg.jp

　

長
野
南
年
金
事
務
所

　
（
大
字
中
御
所
）蘂
227
・
１
２
８
４

みんなの国保
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市
民
税・県
民
税
の
税
額
が
決
定
し
ま
す

   

納
税
通
知
書（
納
付
書
）で 

　
納
付
す
る
人

　
６
月
10
日
㈬
付
け
で
、
税
額
な
ど
を
通

知
す
る
「
市
民
税
・
県
民
税
税
額
決
定
・

納
税
通
知
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
こ
の
納
税
通
知
書
に
は
、
1
年
分
の
税

額
を
１
回
で
納
め
ら
れ
る
納
付
書
と
、
４

回
の
納
期
限
ご
と
に
分
け
て
納
め
ら
れ
る

納
付
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。
よ
く
ご
確

認
の
上
、
左
記
納
期
限
ま
で
に
、
金
融
機

関
（
郵
便
局
含
む
）、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
ペ
イ
ジ
ー
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
収
納
課
（
第

一
庁
舎
3
階
）、
各
支
所
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。

■
本
年
度
の
納
期
限

☆
全
期
前
納
・
第
１
期
＝
６
月
30
日
㈫

☆
第
２
期
＝
８
月
31
日
㈪

☆
第
３
期
＝
11
月
２
日
㈪

☆
第
４
期
＝
令
和
３
年
２
月
１
日
㈪

■
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
る
「
長
野

市
税
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
自
動
払

込
利
用
申
込
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

通
帳
の
届
け
出
印
を
押
印
の
上
、
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
２
年
１
月
１
日
に
本
市
に
住
所
が
あ
る
人
に
対
し
て
、
令
和
２
年
度
分
の
市

民
税
・
県
民
税
を
課
税
し
ま
す
。
令
和
元
年
中
の
所
得
を
基
に
計
算
す
る
た
め
、
退

職
な
ど
で
現
在
は
収
入
が
な
く
て
も
、
令
和
元
年
中
に
収
入
が
あ
る
人
に
は
、
課
税

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

   

給
料
か
ら
差
し
引
き
で 

　
納
付
す
る
人

　

１
年
分
の
税
額
が
12
回
に
分
割
さ
れ

て
、
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
給
料
か

ら
毎
月
差
し
引
か
れ
ま
す
。
税
額
な
ど
を

通
知
す
る「
給
与
所
得
等
に
係
る
市
民
税・

県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
」

を
、
勤
務
先
を
通
じ
て
お
渡
し
し
ま
す
。

   
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
き
で 

　
納
付
す
る
人

　
４
・
６
・
８
・
10
・
12
月
、
翌
年
２
月

に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
か

れ
ま
す
。

　
本
年
度
初
め
て
公
的
年
金
か
ら
の
差
し

引
き
の
対
象
と
な
っ
た
人
や
、
課
税
内
容

の
変
更
な
ど
で
昨
年
度
の
途
中
で
公
的
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
を
停
止
さ
れ
た
人

は
、「
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
」
に
対

す
る
税
額
の
２
分
の
１
を
納
付
書
か
口
座

振
替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
残
り
の
税
額

は
、
10
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。
な
お
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
年
金
振
込
通
知

書
内
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
住
民
税
額

は
「
予
定
額
」
で
す
。「
市
民
税
・
県
民

税
税
額
決
定
・
納
税
通
知
書
」
の
納
付
額

が
「
決
定
額
」
と
な
り
ま
す
。

   

市
民
税
・
県
民
税
の
減
免

　
災
害
で
被
害
を
受
け
た
場
合
な
ど
、
特

別
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
税
額

が
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、
納
期
限
ま
で

に
市
民
税
課
（
第
一
庁
舎
３
階
）
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

   

市
民
税
・
県
民
税
課
税
内
容 

　
証
明
書
の
発
行

　

令
和
２
年
度
（
令
和
元
年
中
の
所
得
）

の
証
明
書
は
、
６
月
10
日
㈬
か
ら
発
行
で

き
ま
す
（
市
民
税
・
県
民
税
の
全
額
が
給

与
か
ら
差
し
引
か
れ
る
人
は
、
す
で
に
発

行
可
能
で
す
）。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
人
は
、
６
月
11
日
㈭
か
ら
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
長
野
東
郵
便
局

で
も
取
得
で
き
ま
す
（
本
人
分
の
み
）。

　
な
お
、
証
明
書
の
発
行
に
申
告
が
必
要

な
場
合
は
、
申
告
し
て
か
ら
発
行
ま
で
に

1
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

▼
発
行
場
所
／
市
民
税
課
、総
合
窓
口（
第

一
庁
舎
２
階
）、
各
支
所
、
柵
連
絡
所

▼
手
数
料
／
1
通
３
０
０
円
（
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
長
野
東
郵
便
局
で
取
得

す
る
場
合
は
1
通
２
５
０
円
）

▼
持
ち
物
／
本
人
の
確
認
が
で
き
る
も
の

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・

旅
券
な
ど
。
写
真
が
な
い
も
の
は
２
点
必

要
）

※
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
証
明
を

受
け
る
人
の
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
長
野
東
郵

便
局
で
取
得
す
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
暗
証
番
号（
数
字
４
桁
）

が
必
要
で
す
。

■
扶
養
親
族
の
合
計
所
得
金
額
に
つ
い
て

　
専
業
主
婦
や
学
生
な
ど
、
市
内
在
住
の

人
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
て
、
自
身
の

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い

人
は
、
証
明
書
の
合
計
所
得
金
額
欄
が
空

欄
に
な
り
ま
す
。
金
額
（
０
円
含
む
）
の

記
載
が
必
要
な
場
合
は
、自
身
の
市
民
税・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

   

3
月
17
日
以
降
に 

   

申
告
を
し
た
人

　
確
定
申
告
、
市
民
税
・
県
民
税
な
ど
の

申
告
を
3
月
17
日
以
降
に
し
た
人
は
、「
市

民
税
・
県
民
税
税
額
決
定
・
納
税
通
知
書
」

の
発
送
が
６
月
10
日
㈬
に
間
に
合
わ
な
い

場
合
や
、
送
付
す
る
「
市
民
税
・
県
民
税

税
額
決
定
・
納
税
通
知
書
」、「
給
与
所
得

等
に
係
る
市
民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収
税

額
の
決
定
通
知
書
」、「
課
税
内
容
証
明
書
」

へ
の
申
告
内
容
の
反
映
が
間
に
合
わ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
税
課

　

蘂
224
・
８
５
０
７ 

ＦＡＸ
224
・
７
３
４
６

　
　

shiminzei@city.nagano.lg.jp
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長
野
市
自
転
車
活
用
推
進
計
画（
案
）

～皆さんのご意見をお寄せください～

  

計
画
の
概
要

●
計
画
策
定
の
目
的

　
安
全
で
安
心
な
自
転
車
通
行
空
間
の
整

備
を
推
進
し
、
自
転
車
を
活
用
し
た
魅
力

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、
次
の

施
策
に
取
り
組
み
ま
す
。

◦
市
の
交
通
体
系
に
お
け
る
自
転
車
の
位

置
付
け
と
役
割
の
明
確
化

◦
自
転
車
通
行
空
間
の
確
保
と
計
画
的
な

整
備
の
推
進

◦
安
全
・
安
心
な
自
転
車
利
用
に
向
け
た

広
報
啓
発
の
推
進

◦
環
境
負
荷
の
低
減
、
健
康
増
進
、
観
光

振
興
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施

策
の
策
定

●
計
画
期
間

　
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で

●
目
標
像

①
通
勤
・
通
学
や
買
い
物
な
ど
で
、
自
転

車
が
日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

②
移
動
距
離
が
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の

場
合
は
、
自
転
車
が
最
有
力
候
補
と
な

っ
て
い
る
。

③
自
転
車
が
安
全
に
安
心
し
て
利
用
で
き

る
ま
ち
と
な
っ
て
い
る
。

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

●
募
集
期
間

　
６
月
26
日
㈮
ま
で
（
必
着
）

●
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所
、
意
見
・
提

案
用
紙
の
配
布
窓
口

◦
交
通
政
策
課
（
第
二
庁
舎
５
階
）

◦
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー（
第
一
庁
舎
３
階
）

◦
各
支
所

◦
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
意
見
・
提
案
用
紙

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
）

●
意
見
・
提
案
の
提
出
方
法

　
次
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
な
が
の
電
子
申
請

サ
ー
ビ
ス
」

◦
郵
送
（
〒
380-

８
５
１
２　
長
野
市
役

所
）、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
（
フ
ァ

イ
ル
を
添
付
せ
ず
直
接
入
力
）
で
交
通

政
策
課
へ

◦
閲
覧
場
所
へ
持
参

※
電
話
や
口
頭
に
よ
る
ご
意
見
は
、
お
受

け
し
ま
せ
ん
（
自
書
が
困
難
な
人
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

※
ご
意
見
へ
の
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ

ん
。

※
計
画
へ
の
反
映
状
況
は
、
個
人
情
報
を

除
き
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表

し
ま
す
。

問
交
通
政
策
課

　

蘂
224
・
５
０
１
１ 

ＦＡＸ
224
・
９
７
１
５

　
　

kotuseisaku@city.nagano.lg.jp

　
市
で
は
、
環
境
に
や
さ
し
く
、
健
康
に
も
良
い
自
転
車
を
誰
も
が
安
全
に
安
心

し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
自
転
車
通
行
空
間
の
整
備
や
、
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー

の
啓
発
な
ど
を
促
進
し
、
自
転
車
の
活
用
を
推
進
す
る
た
め
、
自
転
車
活
用
推
進

計
画
策
定
の
準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、
計
画
（
案
）
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

四つの基本方針と主な取り組み
1 自転車を活用したライフスタイルの定着
◦健康増進・環境負荷低減につながる自転車の価値を PR
◦自転車通勤などの促進
2 自転車通行空間などの整備
◦通勤・通学路の重点的な整備
◦目的やニーズに応じた駐輪場の整備
3 安全に向けた啓発と賠償責任保険加入の促進
◦交通安全教育の推進、交通安全に関する広報啓発
◦自転車の点検整備の推進、自転車保険の加入促進
◦災害時における自転車の活用推進
4 自転車を活用した観光振興
◦自転車走行環境、サイクリスト受け入れ環境の整備
◦サイクルツーリズムの推進

※「早爽」は、自転車で走る早さと、爽快感をイメージした造
語です。

※
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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空き家バンクへの登録と利用の流れ

空き家所有者 利用希望者

長
野
市
空
き
家
バ
ン
ク
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
市
内
へ
の
移
住
・
定
住
促
進

と
空
き
家
の
解
消
を
図
る
た
め
、
利
活
用

可
能
な
空
き
家
を
紹
介
す
る
「
空
き
家
バ

ン
ク
」
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
人
や
空
き
家

を
利
用
し
た
い
人
は
、
ぜ
ひ
空
き
家
バ
ン

ク
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

空
き
家
バ
ン
ク
と
は

　
空
き
家
バ
ン
ク
は
、
市
内
に
あ
る
利
活

用
可
能
な
空
き
家
の
う
ち
、
所
有
者
が
売

却
・
賃
貸
を
希
望
す
る
物
件
を
登
録
し
、

利
用
希
望
者
に
紹
介
す
る
制
度
で
す
。
登

録
さ
れ
た
空
き
家
の
情
報
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
か
ら
、
移
住
・
定
住
を
希
望

す
る
人
な
ど
へ
広
く
提
供
し
て
い
ま
す
。

 

ま
ず
は
移
住
・

 

定
住
相
談
デ
ス
ク
へ

　
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
希
望
す
る

人
、
登
録
さ
れ
て
い
る
物
件
の
利
用
を
希

望
す
る
人
は
、
人
口
増
推
進
課 

移
住
・

定
住
相
談
デ
ス
ク
（
第
一
庁
舎
6
階
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
家
の
中
に
家
財
道
具
が
残
っ
て
い
る
場

合
、
テ
ー
ブ
ル
や
食
器
棚
な
ど
は
、
そ
の

ま
ま
利
用
を
希
望
す
る
人
も
い
ま
す
。
不

要
な
家
財
道
具
は
処
分
費
用
の
補
助
も
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
人
口
増
推
進
課 

移
住
・
定
住
相
談
デ
ス
ク

　

蘂
224
・
７
７
２
１　

ＦＡＸ
224
・
５
１
０
３

　
　

iju@
city.nagano.lg.jp

対象地域 市内全域

対象者

（1） 県外からの移住者で、次に該当する人
◦申請日時点で20歳以上65歳未満
◦ 本市に転入した日の直前3年間長野県内に居住

したことがない
◦本市に転入してから５年以内

（2） （1）の人に賃貸する空き家の所有者
対象となる空き家 長野市空き家バンクか市内各地区で運営する空き

家バンクに登録されている空き家

補助率・
補助額

改修 市街化区域 対象経費の3分の2　上限50万円
上記以外 対象経費の3分の2　上限100万円

家財処分 10分の10　上限10万円
※対象となる工事など、詳しくはお問い合わせください。

■制度の概要  

移
住
者
空
き
家 

 

改
修
等
補
助
制
度

　
県
外
か
ら
の
移
住
者
が
、
空
き
家
の
改

修
工
事
や
家
財
道
具
を
処
分
す
る
場
合
に

利
用
で
き
る
制
度
で
す
。
Ｕ
タ
ー
ン
の
人

も
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
知
り
合

い
の
人
に
、
ぜ
ひ
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

空き家を提供（売りたい・貸した
い）したい人

空き家を利用（買いたい・借
りたい）したい人

①空き家物件の登録申し込み
空き家の登録を希望する人は、所
定の書類を市に提出してください。
※�書類は人口増推進課�移住・定住
相談デスク、長野市空き家バン
クホームページにあります。

②物件確認
市職員と不動産会社が、物件の現
地調査などを行います。

③物件登録
物件が適切だと判断されると、正
式に登録となります。

①�空き家物件情報の提供
登録された物件を、長野市空き家
バンクホームページで提供します。

②空き家物件情報の閲覧
長野市空き家バンクホームページ
を確認します。買いたい・借りた
い物件がありましたら、移住・定
住相談デスクに問い合わせます。

空き家バンク
（人口増推進課�移住・
定住相談デスク）

※ 市では、空き家物件
の情報提供や連絡調
整を行いますが、空
き家物件のあっせ
ん・交渉・契約などは
行っていません。

交渉・契約
所有者と利用希望者の当事者間で交渉を行いますが、宅地建物取引業協会に加入
する不動産会社に仲介を依頼する方法をお勧めします。

長野市空き家
で検索
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ご
み
出
し
と
集
積
所
の
管
理
は
適
切
に

　
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
は
、「
長
野
市
家

庭
用
資
源
物
・
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」

で
、ご
み
の
分
け
方
や
出
し
方
を
確
認
し
、

排
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ご
み
の
分

け
方
や
出
し
方
は
、
各
自
治
体
で
異
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
特
に
、
転
入
し
た
人
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
適
切
な
ご
み
出
し
と
ご
み
集
積
所
の
管

理
に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

ご
み
出
し
は
適
切
に

　
「
分
別
さ
れ
て
い
な
い
」「
指
定
袋
に
入

っ
て
い
な
い
」「
排
出
日
が
違
う
」
と
い

っ
た
場
合
は
収
集
さ
れ
ま
せ
ん
。
ご
み
が

収
集
さ
れ
ず
に
残
っ
た
と
き
は
、
ご
み
集

積
所
の
管
理
者
や
地
区
の
管
理
者
が
、
処

分
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご

み
出
し
は
、
ル
ー
ル
に
従
い
適
切
に
行
い

ま
し
ょ
う
。

 

交
通
の
支
障
と 

 

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
集
積
所
か
ら
あ
ふ
れ
た
ご
み
が
道
路
上

に
は
み
出
し
、
歩
行
者
や
車
の
通
行
の
支

障
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ご
み
の
量
が
多
い
と
き
は
、
数
回
に
分

け
て
出
す
か
、
直
接
な
が
の
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
セ
ン
タ
ー
と
資
源
再
生
セ
ン
タ
ー
に

持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
有
料
）。

 

ご
み
集
積
所
の
管
理
は
適
切
に

　
ご
み
集
積
所
は
、
地
区
の
皆
さ
ん
が
使

用
す
る
施
設
で
す
。
し
か
し
中
に
は
、
扉

な
ど
が
老
朽
化
し
て
危
険
な
集
積
所
や
、

掲
示
物
や
収
集
に
使
う
ネ
ッ
ト
が
整
理
整

頓
さ
れ
て
い
な
い
集
積
所
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
集
積
所
は
安
全
に
、
整
理
整
頓
し

て
使
用
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
集
積
所
の
新
設
や
補
修
な
ど
に

は
、
市
の
補
助
金
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

資
源
物
用
コ
ン
テ
ナ
や
ネ
ッ
ト
も
提
供
し

て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
生
活
環
境
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

悪
天
候
時
の
ご
み
出
し
は 

 

控
え
て
く
だ
さ
い

　
台
風
な
ど
の
悪
天
候
時
は
、
道
路
事
情

や
作
業
の
安
全
確
保
の
面
か
ら
、
収
集
が

遅
れ
、
当
日
の
収
集
が
で
き
ず
に
翌
日
以

降
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
出
さ
れ
た
ご
み
は
、
収
集

ま
で
に
飛
散
し
た
り
、
鳥
獣
に
よ
り
荒
ら

さ
れ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
悪
天

候
時
は
、
ご
み
出
し
を
控
え
る
よ
う
に
お

願
い
し
ま
す
。

問
生
活
環
境
課

　

蘂
224
・
７
６
３
５ 

ＦＡＸ
224
・
８
９
０
９

　
　

seikatukankyo@city.nagano.lg.jp

あなたの土地は大丈夫ですか？

空き地を適正に管理しましょう
　市では、「長野市あき地清潔保持に関する条例」により、市
民の生活環境の清潔保持のため、空き地の所有者・管理者に、
雑草や枯れ草、廃棄物などを放置しないようお願いしていま
す。空き地の所有者・管理者は、日頃から自身の土地などの
状況を確かめ、適正に管理するようお願いします。

　 　　　　　　立ち木が伸びすぎて近隣の迷惑になって
いませんか？

　日常的に利用していない土地などの管理不足から、木や竹
などの繁茂により、近隣の人に迷惑を掛けたり、思わぬトラ
ブルの原因となったりする事例が増えています。
　 　　　　　

　草木が伸びたり、害虫などが発生したりしていませんか？
　草木が伸びる季節になると、「隣の土地の草木が伸びて困っ
ている」「害虫が発生して迷惑している」などの相談が寄せら
れます。日頃から、見回り確認をしましょう。
　 　　　　　　無断駐車やごみの投棄をされていません

か？
　無断駐車されたり、ごみなどが不法に投棄されたりするこ
ともあります。そのようなことにならないためにも、日頃の
管理を適切に行いましょう。

チェック1

チェック2

チェック3

チェック1

チェック2
チェック3

問環境保全温暖化対策課　蘂224-8034　FAX224-5108　 kankyo@city.nagano.lg.jp
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未
来
の
た
め
に
今
動
こ
う

地
球
温
暖
化
対
策

 
節
電
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
エ
ア
コ
ン
な
ど
の
冷
房
の
利
用
が
増
大

し
、
電
力
消
費
が
増
加
す
る
季
節
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
節
電
は
、
地
球
温
暖
化
対

策
や
家
計
の
負
担
軽
減
な
ど
に
つ
な
が
り

ま
す
。
各
家
庭
で
、
電
力
需
要
が
増
え
る

13
時
か
ら
16
時
ま
で
を
中
心
に
、
熱
中
症

な
ど
体
調
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
無
理
の

な
い
範
囲
で
節
電
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

エ
ア
コ
ン
の
節
電
対
策

□
カ
ー
テ
ン
や
よ
し
ず
・
す
だ
れ
を
利
用

し
て
、
窓
か
ら
の
熱
の
出
入
り
を
防
ぐ
。

□
フ
ィ
ル
タ
ー
の
掃
除
を
行
い
消
費
電
力

の
無
駄
を
削
減
。

□
室
外
機
の
周
り
に
物
を
置
か
な
い
。

□
扇
風
機
や
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
（
空
気

循
環
器
）
を
併
用
し
て
、
部
屋
を
効
率
的

に
冷
や
す
。

□
室
温
は
適
温
に（
夏
の
冷
房
時
は
28
度
、

冬
の
暖
房
時
は
20
度
を
室
温
の
目
安
に
）。

エ
ア
コ
ン
以
外
の
節
電
対
策

□
不
要
な
照
明
は
消
灯
。

□
冷
蔵
庫
の
中
を
整
理
し
、
扉
を
開
け
る

時
間
を
短
く
す
る
。

□
使
用
し
て
い
な
い
電
化
製
品
は
、極
力
、

コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
プ
ラ
グ
を
抜
く
。

「
Ｃク

ー

ル

Ｏ
Ｏ
Ｌ 

Ｃチ

ョ

イ

ス

Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
」宣
言

　
「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　

Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
」
と
は

国
が
推
進
す
る
国
民
運
動
で
、
地
球
温
暖

化
対
策
に
資
す
る
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
行

動
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
「
賢
い
選
択
」
を
す

る
取
り
組
み
で
す
。
市
で
は
、
平
成
29
年

に
「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
」
に
賛

同
す
る
宣
言
を
行
い
ま
し
た
。

　
地
球
温
暖
化
防
止
行
動
を
一

層
促
進
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
10
の
す
す
め

　

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
と
は
、
燃
費
を
良
く

し
、
地
球
温
暖
化
を
引
き
起
こ
す
二
酸
化

炭
素
の
排
出
を
抑
え
た
運
転
を
す
る
こ
と

で
す
。
自
動
車
を
運
転
す
る
と
き
は
、
次

に
紹
介
す
る
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
10
を
心
掛
け

ま
し
ょ
う
。

１
．
ふ
ん
わ
り
ア
ク
セ
ル「
e
ス
タ
ー
ト
」

２
． 

車
間
距
離
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
、
加

速
・
減
速
の
少
な
い
運
転

３
． 

減
速
時
は
早
め
に
ア
ク
セ
ル
を
離
そ
う

４
．
エ
ア
コ
ン
の
使
用
は
適
切
に

５
．
ム
ダ
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
は
や
め
よ
う

６
． 

渋
滞
を
避
け
、
余
裕
を
も
っ
て
出
発

し
よ
う

７
． 

タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
か
ら
始
め
る
点
検・

整
備

８
．
不
要
な
荷
物
は
降
ろ
そ
う

９
． 

走
行
の
妨
げ
と
な
る
駐
車
は
や
め
よ

う

10
．
自
分
の
車
の
燃
費
を
把
握
し
よ
う

 

ご
覧
く
だ
さ
い

 

「
エ
コ
ス
テ
ッ
プ
な
が
の
」

　
長
野
市
事
業
所
向
け
温
暖
化
対
策
支
援

サ
イ
ト「
エ
コ
ス
テ
ッ
プ
な
が
の
」で
は
、

地
球
温
暖
化
対
策
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
削

減
、
経
営
改
善
に
役
立
つ
情
報
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

◆
主
な
コ
ン
テ
ン
ツ

◦
事
業
所
な
ど
が
利
用
で
き
る
補
助
金
・

助
成
金
の
情
報

◦
す
ぐ
に
取
り
組
め
る
省
エ
ネ
対
策

◦
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト

◦
設
備
改
修
に
伴
う
費
用
対
効
果

◦
再
エ
ネ
・
省
エ
ネ
設
備
の
導
入
事
例
紹

介
◦
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
セ
ミ
ナ

ー
、
イ
ベ
ン
ト
情
報

 

初
期
費
用
ゼ
ロ
で
太
陽
光
発
電

 

設
備
を
設
置
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
あ
た
っ
て

は
、
設
置
費
用
の
低
価
格
化
が
進
む
と
と

も
に
、
初
期
費
用
が
か
か
ら
な
い
設
置
方

法
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
長
野
市
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ

ン
タ
ー
で
は
、
初
期
費
用
ゼ
ロ
モ
デ
ル
の

プ
ラ
ン
を
個
別
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
県
が
公
開
し
て
い
る
「
信
州

屋
根
ソ
ー
ラ
ー
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
マ
ッ
プ
」

で
、
ご
自
宅
、
事
業
所
な
ど
の
太
陽
光
発

電
や
、
太
陽
熱
利
用
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
同
セ
ン
タ
ー
（
蘂
237
・
６

６
８
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
環
境
保
全
温
暖
化
対
策
課

　

蘂
224
・
７
５
３
２ 

ＦＡＸ
224
・
５
１
０
８

　
　

kankyo@
city.nagano.lg.jp

エコステップながの
　　　　　で検索

信州屋根 で検索
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浄
化
槽
管
理
者
の
皆
さ
ん
へ

長
野
に
エ
コ
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

適
正
に
維
持
管
理
を
し
ま
し
ょ
う

な
が
の
エ
コ
・
サ
ー
ク
ル

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
力
に
よ
り
家
庭
の
生
活
雑
排
水
を
浄
化

す
る
施
設
で
す
。
適
正
に
管
理
し
て
い
な
い
と
、
浄
化
槽
本
来
の

機
能
が
発
揮
さ
れ
ず
、
処
理
水
を
放
流
し
て
い
る
河
川
な
ど
の
水

質
の
悪
化
や
、
悪
臭
に
よ
る
苦
情
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
河
川
な
ど
の
水
質
の
悪
化
を
防
止
し
、
良
好
な
生
活
環
境
を
保

全
す
る
た
め
、
浄
化
槽
は
適
正
に
維
持
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

環境にも優しい
合併処理浄化槽

   

法
定
検
査
は 

　
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

　
年
に
1
回
の
法
定
検
査
を
受
け
る
こ
と

は
、
浄
化
槽
管
理
者
の
義
務
で
す
。

　
検
査
を
行
う
こ
と
で
、
日
常
の
維
持
管

理
が
適
正
か
、
浄
化
槽
の
機
能
が
十
分
発

揮
さ
れ
て
い
る
か
、
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

   

定
期
的
な
保
守
点
検
と 

　
清
掃
を
実
施
し
ま
し
ょ
う

　
装
置
の
点
検
や
補
修
、
消
毒
薬
の
補
充

の
ほ
か
、
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚
泥
の

く
み
取
り
や
装
置
の
洗
浄
な
ど
は
、
市
の

登
録
事
業
者
に
委
託
し
、
定
期
的
に
実
施

し
ま
し
ょ
う
。

   

浄
化
槽
の
使
用
上
の
注
意

◆
台
所
で
使
っ
た
油
、
野
菜
く
ず
な
ど
は

流
さ
な
い

　
内
部
の
目
詰
ま
り
、
機
能
低
下
の
原
因

に
な
り
ま
す
。

◆
洗
濯
洗
剤
、
ト
イ
レ
洗
浄
剤
は
、
メ
ー

カ
ー
が
指
定
す
る
適
量
を
使
用
す
る

　
使
い
過
ぎ
る
と
、
微
生
物
の
働
き
が
弱

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
空
気
を
送
る
装
置
の
電
源
（
ブ
ロ
ア
）

を
切
ら
な
い

　
電
源
を
切
る
と
、
微
生
物
の
働
き
が
弱

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
単
独
処
理
浄
化
槽
を 

　
　
　
　
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

　
し
尿
の
み
を
処
理
す
る
単
独
処
理
浄
化

槽
は
、
生
活
排
水
全
般
を
処
理
す
る
合
併

処
理
浄
化
槽
と
比
べ
て
処
理
能
力
が
劣
り

ま
す
。
ま
た
、
生
活
雑
排
水
が
未
処
理
で

放
流
さ
れ
る
こ
と
で
、
河
川
な
ど
の
水
質

が
悪
化
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
現
在
は

新
た
な
設
置
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。

　
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
人

は
、
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
下
水
道
に

接
続
す
る
か
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転

換
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
保
全
温
暖
化
対
策
課

　

蘂
224
・
８
０
３
４ 

ＦＡＸ
224
・
５
１
０
８

　
　

kankyo@
city.nagano.lg.jp

　
市
で
は
、
市
民
・
企
業
・
行
政
が
一
体

と
な
っ
て
環
境
活
動
に
取
り
組
む
ま
ち
を

目
指
し
、
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
、

地
球
温
暖
化
対
策
な
ど
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
事
業
所
を
「
な
が
の
エ
コ
・

サ
ー
ク
ル
」
に
認
定
し
て
い
ま
す
。

　
認
定
さ
れ
た
事
業
所
は
、
ス
テ
ッ
カ
ー

や
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
環
境
へ
の
取
り
組

み
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

取
り
組
み
を
通
じ
て
、
企
業
の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
環
境
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事
業

所
の
皆
さ
ん
か
ら
の
申
請
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

●
認
定
ラ
ン
ク

◆
ブ
ロ
ン
ズ・ラ
ン
ク
（
現
在
7
社
認
定
）

　
ご
み
減
量
部
門
と
リ
サ
イ
ク
ル
部
門
の

そ
れ
ぞ
れ
1
項
目
以
上
に
該
当
す
る
事
業

所
、
店
舗
な
ど

◆
シ
ル
バ
ー
・
ラ
ン
ク
（
現
在
１
４
９
社

認
定
）

　

ご
み
減
量
部
門
、
リ
サ
イ
ク
ル
部
門
、

地
球
温
暖
化
対
策
部
門
、
意
識
啓
発
部
門

の
う
ち
、そ
れ
ぞ
れ
1
項
目
以
上
該
当
し
、

か
つ
、
全
部
門
の
う
ち
5
項
目
以
上
に
該

当
す
る
事
業
所
、
店
舗
な
ど

◆
ゴ
ー
ル
ド・ラ
ン
ク
（
現
在
40
社
認
定
）

　

シ
ル
バ
ー
・
ラ
ン
ク
に
該
当
し
、
か

つ
、
特
に
顕
著
な
実
績
が
認
め
ら
れ
る
事

業
所
、
店
舗
な
ど

●
認
定
基
準
項
目
数

▼
ご
み
減
量
部
門
／
２
項
目

▼
リ
サ
イ
ク
ル
部
門
／
３
項
目

▼
地
球
温
暖
化
対
策
部
門
／
３
項
目

▼
意
識
啓
発
部
門
／
３
項
目

●
認
定
を
受
け
る
に
は

　
所
定
の
申
出
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

直
接
か
郵
送
で
生
活
環
境
課
（
第
二
庁
舎

３
階
、
〒
380-

８
５
１
２
長
野
市
役
所
）

へ

ゴールド・ランク認定 
おめでとうございます！
 （令和元年認定）

株式会社中重建設

川浦土建株式会社

株式会社鹿熊組

問
生
活
環
境
課

　

蘂
224
・
７
６
３
５ 

ＦＡＸ
224
・
８
９
０
９

　
　

seikatukankyo@city.nagano.lg.jp
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熱
中
症
か
ら
身
を
守
ろ
う

　
熱
中
症
は
、
急
速
に
進
行
し
重
症
化
し
や
す
く
、
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
熱
中
症
の
な
り
や
す
さ
は
、
体
力
や
体
調
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
乳
幼
児
や
高
齢
の

人
、
持
病
の
あ
る
人
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
正
し
い
予
防
法
を
知
り
、
普
段
か
ら
気
を
付
け
る
こ
と
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
「
水
分
補
給
」と「
暑
さ
を
避
け
る
」

   

水
分
補
給

◦
喉
の
渇
き
を
感
じ
な
く
て
も
、
小
ま
め

に
水
分
補
給
を
す
る
。

◦
１
日
当
た
り
、
飲
料
と
し
て
１
・
２
リ

ッ
ト
ル
を
目
安
に
取
る
（
食
事
な
ど
に

含
ま
れ
る
水
分
は
除
く
）。

◦
大
量
に
汗
を
か
い
た
場
合
は
、
電
解
質

が
含
ま
れ
る
経
口
補
水
液
（
ス
ポ
ー
ツ

飲
料
な
ど
）
を
摂
取
す
る
。

※
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
で
は
水
分
補
給
に
な

り
ま
せ
ん
。

   

暑
さ
を
避
け
る

◆
体
調
管
理

◦
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
と
十
分
な

睡
眠
を
心
掛
け
る
。

◦
適
度
な
運
動
で
汗
を
か
く
機
会
を
増
や

し
て
、
暑
さ
に
備
え
た
体
を
つ
く
る
。

◦
体
調
が
悪
い
と
き
に
は
、
無
理
を
せ
ず

に
休
息
を
取
る
。

◆
外
出
時

◦
暑
い
日
の
活
動
は
決
し
て
無
理
を
し
な

い
。

◦
暑
い
時
間
帯
を
避
け
て
行
動
す
る
。

◦
車
内
に
子
ど
も
を
残
し
た
ま
ま
離
れ
な

い
（
短
時
間
で
も
危
険
で
す
）。

◦
日
傘
や
帽
子
を
使
用
し
、
直
射
日
光
を

避
け
る
。

◦
通
気
性
の
良
い
衣
服
を
選
ぶ
。

◆
環
境

◦
梅
雨
の
晴
れ
間
や
、
急
に
暑
く
な
る
日

に
注
意
す
る
。

◦
小
ま
め
に
気
温
や
湿
度
を
確
認
し
、
適

切
に
扇
風
機
や
エ
ア
コ
ン
を
使
っ
て
温

度
調
整
を
行
う
（
室
温
28
度
が
目
安
で

す
）。

問
市
保
健
所
健
康
課

　

蘂
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・
９
９
６
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・
９
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８
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熱中症予防に 
ご利用ください
　熱中症予防のため

「暑さ指数（熱中症予防
の目安となる指数）」の
メール配信サービスを
無料で利用できます。
　詳しくは、環境省熱
中症予防情報サイトを
ご覧ください。
環境省熱中症予防　で
検索

６
月
４
日
～
10
日
は
「
歯
と
口
の
健
康
週
間
」
で
す

歯
周
疾
患
検
診
の
ご
案
内

　
歯
周
病
は
、
口
の
中
の
細
菌
が
原
因
で
歯
肉
に
炎
症
が
起
こ
り
、
歯
を
支
え
て
い

る
骨
（
歯
槽
骨
）
が
溶
け
て
し
ま
う
病
気
で
す
。
こ
の
病
気
が
進
行
す
る
と
、
心
疾

患
や
糖
尿
病
、誤
嚥
（
ご
え
ん
）
性
肺
炎
な
ど
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、

全
身
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
定
期
的
に
検
診
を
受
け
る
こ
と
は
、
歯
周
病
の
予
防

や
早
期
発
見
の
た
め
に
必
要
で
す
。
歯
と
口
の
健
康
を
守
る
た
め
に
、
市
が
実
施
す

る
歯
周
疾
患
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
対
　
象

　
本
年
度
中
に
満
30
・
40
・
50
・
60
・
70

歳
に
な
る
人

○
30
歳
＝ 

平
成
２
年
４
月
２
日
～
平
成
３

年
４
月
１
日
生
ま
れ　

○
40
歳
＝ 

昭
和
55
年
４
月
２
日
～
昭
和
56

年
４
月
１
日
生
ま
れ　
　

○
50
歳
＝ 

昭
和
45
年
４
月
２
日
～
昭
和
46

年
４
月
１
日
生
ま
れ

○
60
歳
＝ 

昭
和
35
年
４
月
２
日
～
昭
和
36

年
４
月
１
日
生
ま
れ　

○
70
歳
＝ 

昭
和
25
年
４
月
２
日
～
昭
和
26

年
４
月
１
日
生
ま
れ

※
対
象
者
に
は
、
５
月
末
に
受
診
券
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。

※
受
診
券
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
市

保
健
所
健
康
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
受
診
期
間

　
６
月
１
日
㈪
～
令
和
３
年
１
月
31
日
㈰

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、
予
定
ど
お
り
実
施
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
受
診
の
際
は
、

医
療
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
検
診
内
容

　
歯
周
病
や
虫
歯
の
検
診
と
保
健
指
導

　
受
診
方
法

　
歯
科
医
院
に
予
約
（
受
診
時
は
、
受
診

券
と
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

　
受
診
料

　
５
０
０
円

※
次
の
人
は
無
料
で
す
。

◦
満
70
歳
の
人(

本
年
度
中
に
満
70
歳
に

な
る
人
を
含
む)

◦
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

◦
生
活
保
護
受
給
者

◦
特
定
中
国
残
留
邦
人
な
ど
の
支
援
給
付

受
給
者

※
検
診
の
結
果
、
治
療
が
必
要
と
な
っ
た

場
合
の
費
用
は
、
保
険
診
療
で
の
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。
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高
温
多
湿
の
時
季
は

食
中
毒
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
こ
の
時
季
は
、
食
品
中
の
細
菌
が
増
え

や
す
く
な
り
ま
す
。
次
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目

を
活
用
し
て
普
段
の
調
理
方
法
な
ど
を
見

直
し
、
食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

   

食
品
の
購
入

□
保
存
の
方
法
や
消
費
期
限
な
ど
、
表
示

ラ
ベ
ル
の
内
容
を
確
認
し
て
い
る
。

□
要
冷
蔵
・
冷
凍
品
は
最
後
に
買
い
物
か

ご
に
入
れ
、
購
入
後
は
速
や
か
に
帰
宅

し
て
、冷
蔵
庫
な
ど
に
保
管
し
て
い
る
。

   

家
庭
で
の
保
存

□
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
は
、
容
積
の
7
割
程

度
の
使
用
に
と
ど
め
て
い
る
。

□
冷
蔵
庫
の
温
度
は
10
度
以
下
、
冷
凍
庫

の
温
度
は
マ
イ
ナ
ス
15
度
以
下
に
し
て

い
る
。

   

調
理
前
の
下
準
備
、
調
理

□
調
理
前
や
、
肉
な
ど
を
扱
っ
た
後
は
、

そ
の
都
度
、
せ
っ
け
ん
で
手
を
し
っ
か

り
洗
っ
て
い
る
。

□
包
丁
や
ま
な
板
は
、
下
処
理
用
と
加
熱

後
食
品
用
で
使
い
分
け
て
い
る
。

□
包
丁
、
ま
な
板
、
ボ
ウ
ル
な
ど
は
、
洗

剤
で
洗
浄
後
、
熱
湯
を
掛
け
て
い
る
。

□
ラ
ッ
プ
を
し
て
あ
る
野
菜
や
カ
ッ
ト
野

菜
も
洗
っ
て
い
る
。

□
肉
は
、
赤
み
が
な
く
な
る
ま
で
加
熱
し

て
い
る
。

□
食
品
の
作
り
置
き
を
し
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
。

   

食
事

□
作
っ
た
食
事
、
購
入
し
た
弁
当
、
総
菜

な
ど
は
速
や
か
に
食
べ
て
い
る
。

□
焼
き
肉
は
、
焼
く
箸
と
食
べ
る
箸
を
使

い
分
け
て
い
る
。

   

残
っ
た
食
品

□
小
分
け
に
し
て
速
や
か
に
冷
ま
し
、
冷

蔵
庫
な
ど
で
保
管
し
て
い
る
。

□
冷
蔵
保
管
し
て
い
て
も
、調
理
し
て
か
ら

時
間
が
た
っ
た
食
品
は
廃
棄
し
て
い
る
。

 

鶏
肉
は
生
・
半
生
で
食
べ
た
ら 

　
　
キ
ケ
ン
！

　
鳥
刺
し
、
鳥
レ
バ
ー
、
鳥
わ
さ
、
加
熱

が
十
分
さ
れ
て
い
な
い
焼
き
鳥
な
ど
、
未

加
熱
や
加
熱
不
十
分
な
鶏
肉
料
理
を
食
べ

て
し
ま
う
こ
と
で
、
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

に
よ
る
食
中
毒
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
鶏
肉
料
理
は
、
肉
の
中
心
部
分
ま
で
し

っ
か
り
加
熱
し
て
食
べ
ま
し
ょ
う
。

問
市
保
健
所
食
品
生
活
衛
生
課
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猫
を
適
正
に
飼
育
し
ま
し
ょ
う

　

庭
先
で
猫
を
見
掛
け
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
今
で
も
、
外
で
「
飼
い
猫
」
が

飼
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
猫
は
繁
殖
力
が
旺
盛
な
た
め
、
人

が
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
あ
っ
と
い
う

間
に
増
え
、
ご
み
荒
ら
し
や
ふ
ん
尿
被
害

が
発
生
し
て
、
周
辺
住
民
に
迷
惑
を
掛
け

て
し
ま
い
ま
す
。
外
で
飼
育
す
る
場
合
も

含
め
て
、
猫
の
適
正
な
飼
育
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

 

周
辺
住
民
が 

 

被
害
を
受
け
て
し
ま
い
ま
す

　
猫
は
き
れ
い
好
き
な
動
物
の
た
め
、
餌

を
食
べ
る
場
所
を
ふ
ん
尿
で
汚
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
餌
を
食
べ
る
場
所

に
は
他
の
猫
が
集
ま
り
危
険
な
た
め
、
出

産
す
る
場
所
は
周
辺
の
家
の
床
下
や
屋
根

裏
な
ど
を
選
び
ま
す
。
こ
れ
ら
の
理
由
か

ら
、
餌
を
与
え
て
い
る
人
の
周
辺
の
お
宅

ほ
ど
、
ふ
ん
尿
を
さ
れ
た
り
、
屋
根
裏
に

入
り
込
ま
れ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「
猫
を
外
で
飼
育
し
て
い
る
人
」「
外
に

い
る
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
人
」へ

　
あ
な
た
の
「
飼
い
猫
」
や
「
餌
を
与
え

て
い
る
猫
」
が
近
隣
の
迷
惑
と
な
ら
な
い

た
め
に
、
次
の
三
つ
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

①
餌
を
与
え
る
場
合
は
、
あ
な
た
の
「
飼

い
猫
」
と
し
て
、
責
任
あ
る
管
理
を
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
ま
し
ょ
う
。

外
に
い
る
「
飼
い
猫
」
に
つ
い
て
も
同
様

で
す
。

②
猫
が
増
え
な
い
よ
う
、
餌
を
与
え
る
全

て
の
猫
や
外
で
飼
っ
て
い
る
全
て
の
猫
に

不
妊
・
去
勢
手
術
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

③
近
隣
に
ふ
ん
尿
を
し
な
い
よ
う
、
自

分
の
目
の
届
く
場
所
に
猫
用
ト
イ
レ
を
置

き
、
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

 

不
妊
・
去
勢
手
術
は
か
わ
い
そ
う
？

　
不
妊
・
去
勢
手
術
は
病
気
予
防
に
な
る

と
と
も
に
、
繁
殖
欲
求
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

か
ら
解
放
さ
れ
ま
す
。
何
よ
り
、
望
ま
な

い
妊
娠
に
よ
り
生
ま
れ
る
不
幸
な
命
を
減

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
で
は
、
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
額
／
雄
２
５
０
０
円
、
雌
4
千
円

※
申
請
方
法
な
ど
は
、
不
妊
・
去
勢
手
術

実
施
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

屋
内
飼
育
を
推
奨
し
て
い
ま
す

　

外
は
縄
張
り
争
い
や
交
通
事
故
な
ど
、

猫
に
と
っ
て
危
険
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
ま

た
、
外
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
猫
は
屋
内
で

飼
育
さ
れ
て
い
る
猫
に
比
べ
、短
命
で
す
。

ふ
ん
尿
な
ど
に
よ
り
他
人
に
迷
惑
を
掛
け

な
い
た
め
に
も
、
猫
は
屋
内
で
飼
育
す
る

こ
と
を
強
く
お
勧
め
し
ま
す
。

問
市
保
健
所
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
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・
１
２
１
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h-seikatu@city.nagano.lg.jp
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粋いき
4 4 4

ライフ3カ条
「動く」「食べる」「つながる」

健康情報コーナー

　外出自粛の生活で体を動かす機会が減ると、筋力・体
力が低下し、歩くことや身の回りの生活動作が困難にな
る危険性があります。テレビを見ながらの足踏みや、家
事で積極的に体を動かすことなどで、筋力・体力を維持
していきましょう。

◇はつらつ体操
　高齢者にも効果的なストレッチ、筋力ト
レーニングを市ホームページで紹介してい
ます。体操の音声と資料をご利用ください。

◇椅子でゆっくり「立ち座り」
　→　５回程度
　椅子に浅く座り、足は肩幅に開い
た姿勢からゆっくりと中腰まで立
ち、またゆっくりと椅子に座る動作
を繰り返します。太ももが疲れるま
で続けてみましょう。

◇「段差昇降」　→　３～５分程度
　壁や手すりを支えに、踏み台や階
段など15～20センチメートルの段
差で、前に１段上り、後ろに１段下
りる動作を繰り返します。軽く息が
上がるまで続けてみましょう。

元気に暮らせる体を維持しよう

新たな相談支援体制の構築に向けて 長野市長 加 藤 久 雄

活
い

き生き“ながの”元気な長野

　台風災害に続く新型コロナウイルス感染症による影響
で、これまで経験したことのない状況の中、さまざまな
悩みを抱えている人もいると思います。
　本年度は、台風災害からの復旧・復興への取り組みに
加え、社会保障や教育に関する予算などにも配慮し、「幸
せ実感都市『ながの』」の実現に向けて全力で取り組んで
います。その一環として４月から、福祉や子育てに関す
る相談について、包括的に対応する体制の構築に向けた
取り組みに着手しました。
　一つ目は、福祉に関する相談体制の一元化です。
　これは、さまざまな悩みを抱える相談者が、どの窓口
に相談しても、関係する複数の機関から適切な支援が受
けられる体制を整備するものです。併せて、相談者本人
だけでなく世帯全体が抱える課題を把握し、その課題に
応じた支援が包括的に提供されるよう、必要な調整も行
います。
　このたび、多分野にわたる多くの支援機関と連携しな
がら、課題に対する支援を総合的にコーディネートする
相談支援包括化推進員を、新たに市社会福祉協議会に配
置しました。相談支援包括化推進員を中心に、複数の課
題を抱えている相談者やその世帯が、必要とする支援に
迅速・的確につながるよう、関係機関との連携やネット
ワークの構築をさらに進めていきます。

　二つ目は、子どもや保護者への相談体制の強化です。
　これは法律に基づき、住民に身近な市町村に、子ども
や家庭に関する相談対応や、児童虐待の早期発見と要支
援家庭に対する継続的な支援などに取り組む「子ども家
庭総合支援拠点」を設置し、併せて資格を有する専門職
員を配置するものです。
　市ではこれまでも、児童相談所や関係機関との緊密な
連携により、個々の状況に合わせた相談支援を行ってき
ました。本年度からは、子育て支援課をこの支援拠点に
位置付けて、さらに体制を強化します。支援拠点は、専
門職員がより専門的な観点から相談を受ける場であると
ともに、市民に身近であるというメリットを生かして、
気軽に相談ができる場となっています。児童虐待を防ぐ
ためには、子どもや家庭の困り事や負担感に気付き、そ
れを早期に支援拠点につなげ、支援していくことが何よ
りも重要です。この支援拠点を中心として、庁内の関係
各課はもとより、さまざまな関係機関との連携の下、児
童虐待の未然防止、早期対応を図っ
ていきます。
　相談者の思いをきちんと受け止
め、必要な支援を適切に行い、その
生活をしっかりと支えていくことが
できるよう取り組んでいきます。

◇高齢者の困り事相談先
　各地区の地域包括支援センター、地域包括
ケア推進課まで電話にてご連絡ください。



information

広 告
広報ながの　2020.６ 20

教
　
室

市
政
番
組

お
知
ら
せ

ま
ご
こ
ろ

募
　
集

明るい選挙啓発ポスター
▶募集期間／8月27日㈭まで
▶対象／市内在住・在学の小学生～高校生
▶作品規格／四つ切りか八つ切りの画用紙
かそれに準じる大きさ（描画材料は自由）
▶応募方法／作品の裏面右下に、学校名・
学年・氏名（ふりがな）・性別を記入の上、
郵送か直接、選挙管理委員会事務局（〒
380-8512長野市役所、第二庁舎8階）へ
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問選挙管理委員会事務局	 蘂224-5058
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【ながの夢応援基金に】
▶加藤良雄さん／50万円　▶北村正博
さん／20万円　▶宮澤建治さん／5万円
▶前田大吾さん／2万円　▶大久保利広
さん／1万円　▶土屋龍一郎さん／1万円
▶丸山英樹さん／1万円　▶鹿熊厚さん／
1万円　▶小林隆さん／1万円　▶伝田尚武
さん／1万円　▶加納健さん／3千円
【社会福祉に】
▶匿名／3万円
【企業版ふるさと納税（茶臼山動物園再整
備事業）に】
▶株式会社フォーモーションデザイン／
10万円　▶さとう動物病院／10万円　
▶株式会社嘉穂製作所／10万円
【茶臼山動物園整備基金に】
▶株式会社前田製作所／100万円　▶株
式会社塚田造園／30万円　▶川中島建
設株式会社／25万円　▶サンケン工業
株式会社／25万円　▶林業笠原造園株
式会社／25万円　▶三ツ和工業有限会
社／10万円　▶新都市設計株式会社／
10万円　▶株式会社佐藤園芸／10万円
▶しののい動物病院／10万円　▶株式
会社中島新聞店／10万円　▶渡辺商事
株式会社／10万円　▶日本体育産業株
式会社／10万円　▶株式会社第一包装
企画／10万円　▶株式会社霜鳥／5万円
▶株式会社ホクシン家具センター／5万
円　▶丸十電気工事株式会社／5万円　
▶特定非営利活動法人長野市環境緑化協
力会／5万円　▶直富商事株式会社／5
万円　▶内山産業有限会社／5万円

長野市公共施設適正化検討委員会委員
　本市の公共施設の適正化について、調
査・審議します。
▶対象／市内在住・通勤・通学で、市の他
の審議会などの委員になっていない人
▶募集人数／2人程度（書類選考）
▶任期／8月25日㈫（予定）から2年間
▶申し込み／7月10日㈮（必着）までに、
所定の応募用紙〔公共施設マネジメント
推進課（第二庁舎4階）、市ホームページ
にあります〕に必要事項を記入の上、「私
が考える長野市における公共施設の将
来のあり方」をテーマにした小論文（800
字程度）を添えて、直接、郵送、ファク
ス、Ｅメールのいずれかで同課（〒380-
8512長野市役所、FAX224-7964、
koukyou@city.nagano.lg.jp）へ
問公共施設マネジメント推進課蘂224-7592

自 衛 官
▶募集内容／①航空学生　②防衛大学校
学生　③防衛医科大学校医学科学生　④
防衛医科大学校看護学科学生　
▶対象／①（海自）23歳未満の人　①（空
自）・②・③・④高校を卒業（見込みを含む）
した21歳未満の人　
▶受付期間／①7月1日㈬～9月10日㈭
②推薦・総合選抜＝9月5日㈯～11日㈮、
一般＝7月1日㈬～10月22日㈭　③7月1
日㈬～10月7日㈬　④7月1日㈬～10月1
日㈭
問自衛隊長野地方協力本部長野地域事務所
	 	 蘂235-6026

長野市健康増進・食育推進審議会委員
　第3次長野市健康増進・食育推進計画の定
期的な検証や評価をします（年1回程度）。
▶対象／市内在住の20歳以上（就任時）
で、健康づくりに関心があり、市の他の
審議会などの委員になっていない人
▶募集人数／3人程度（書類選考）
▶任期／8月6日㈭から2年間
▶申し込み／6月19日㈮（必着）までに、
所定の応募用紙〔市保健所健康課（若里
六丁目）、第一庁舎2階健康課窓口、市
ホームページにあります〕に必要事項を
記入の上、「私の健康づくりについて」を
テーマにした小論文（400字程度）を添え
て、直接、郵送、ファクスのいずれか
で同課（〒380-0928長野市若里六丁目
6-1、FAX226-9982）へ
問市保健所健康課	 蘂226-9961

長野市廃棄物減量等推進審議会委員
　ごみの減量・リサイクル、し尿処理な
どについて審議します。
▶対象／市内在住の18歳以上（就任時）
で、市の他の審議会などの委員になって
いない人
▶募集人数／１人程度（書類選考）
▶任期／8月1日㈯～令和３年11月28日㈰
▶申し込み／6月30日㈫（消印有効）まで
に、所定の応募用紙〔生活環境課（第二庁
舎3階）、市ホームページにあります〕に
必要事項を記入の上、「ごみの減量、リサ
イクルについて」か「し尿処理、生活雑排
水対策について」をテーマにした小論文
（800字程度）を添えて、郵送か直接、生
活環境課（〒380-8512	長野市役所）へ
問生活環境課	 蘂224-5035

6月は、
14日㈰

毎月第2日曜日は、 一部業務を実施します（市役所第一庁舎2階、 8：30～17：15）。  市民窓口課
（戸籍・住民票・印鑑登録、税関係の証明書発行、戸籍届出書の預かり、マイナンバーカード）、国民健康保険課、国民年金室
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不動産鑑定士による無料電話相談
▶とき／6月11日㈭13：00～15：40
※詳細は（一社）長野県不動産鑑定士協会
ホームページをご覧ください。
問（一社）長野県不動産鑑定士協会
	 蘂225-5228

コンビニ交付サービスの利用停止
　6月10日㈬は、システム保守点検のため、
コンビニエンスストアでの住民票の写し、
印鑑登録証明書、戸籍全部（個人）事項証
明書、戸籍の附票の写し、市民税・県民税
課税内容証明書の発行ができません。
問市民窓口課	 蘂224-6428

献 血 日 程
▶とき／7月8日㈬①11：00～12：00　
②13：30～14：30　③15：30～16：30
▶ところ／①・②大豆島総合市民センター
③犀南保健センター（里島）
※400ml献血にご協力をお願いします。
問市保健所食品生活衛生課	蘂226-9970

6月23日㈫～7月22日㈬は
長野市男女共同参画月間です

　男性と女性がそれぞれの個性を生かし
て、職場・学校・地域・家庭などで十分な能
力を発揮することができる「男女共同参画
社会」を実現するためには、一人一人の取
り組みが必要です。「男性だから、女性だか
ら」という性別の違いだけで役割や適性を
判断する考え方や、それに基づく社会制
度や慣行がいまだに根強く残っています。
私たちの周りの男女のパートナーシップ
について、この機会に考えてみませんか？
問男女共同参画センター	 蘂237-8303

第11回特別弔慰金の支給
　戦没者などの死亡当時の遺族で、令和
2年4月1日（基準日）において、恩給法に
よる公務扶助料などを受ける人（戦没者
などの妻や父母など）がいない場合、次
の順番による先順位の遺族一人が対象と
なります。
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※前回受給者には、申請案内を12月まで
に複数回に分けて送付します。
▶支給内容／額面25万円の5年償還の記
名国債
▶請求期限／令和5年3月31日㈮まで
▶請求窓口／福祉政策課（第二庁舎2
階）、各支所
問福祉政策課	 蘂224-5028

真田宝物館・象山記念館臨時休館
　館内消毒のため、臨時休館します。
▶とき／6月22日㈪～26日㈮
問真田宝物館	 蘂278-2801

リ サ イ ク ル 広 場
　リサイクルプラザでは、家具・日用品
などの不用品を、抽選か入札により希望
者に販売します。
▶申し込み期間/6月29日㈪～7月5日㈰
9：00～19：00
▶抽選日／7月8日㈬（当選者のみ、はが
きで通知）
▶対象／中学生以上の人
※引き取りは、7月9日㈭～19日㈰に、
当選者が行ってください。
問リサイクルプラザ	 蘂222-3196

信州大学教育学部附属
長野小学校入学要項配布

▶対象／出願日時点で市内に居住してお
り、入学後も市内に生活の拠点をもち、
家族と共に生活できる令和3年度小学校
入学予定者
▶配布方法／6月12日㈮まで、郵送か直
接、信州大学教育学部附属長野小学校事
務室（大字南堀）で配布
※通学区が市内全域になりました。
問信州大学教育学部附属長野小学校
	 	 蘂251-3350
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通知カードの一部手続きの廃止
　「個人番号（マイナンバー）通知カード」
の再交付、氏名・住所などの書き換えの
手続きが、５月下旬に廃止されました。
通知カードに記載された氏名・住所など
の情報が住民票の情報と一致している場
合に限り、引き続き個人番号を証明する
書類として使用できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
問市民窓口課	 蘂224-8380

ファミリー・サポート・センター
依頼会員・提供会員入会説明会

■依頼会員・提供会員向け
▶とき／6月13日㈯10：15～12：30
■提供会員向け
▶とき／6月27日㈯10：15～12：30
　◎上記はいずれも
▶ところ／もんぜんぷら座3階
▶申し込み・問い合わせ／事前に電話で
ファミリー・サポート・センター（蘂267-
6006）へ
※託児を実施します（要予約）。

産業廃棄物処理計画書と
実施状況報告書の提出

　法令と条例により、前年度に市内で千
トン以上の産業廃棄物を排出した事業所
を有する多量排出事業者（特別管理産業
廃棄物は50トン以上）と、500トン以上
千トン未満の産業廃棄物を排出した事業
所を有する準多量排出事業者は、産業廃
棄物の処理計画書を6月30日㈫までに提
出することが義務付けられています。
　また、前年度に産業廃棄物処理計画を
提出した事業者は、それに係る「実施状
況報告書」を同日までに提出する必要が
あります。
※詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
問廃棄物対策課	 蘂224-7320

入学記念樹の引き換え
　小学校入学を記念する樹木などの引換
券を配布していますが、5月15日㈮まで
に引き換えができなかった人は、本年度
に配布した券で来年度の入学記念樹引換
時に引き換えをすることができます。そ
れまでの間、引換券を保管していただく
ようお願いします。
問公園緑地課	 蘂224-7285

ながの若者サポートステーション
　働くことに悩みを抱えている人（15～
49歳）やその家族へ、総合的に切れ目の
ない支援を行っています。お気軽に電話
で、ご相談ください。
▶相談時間／月～金曜日10：00～18：00
※４月から対象年齢を引き上げました。
問ながの若者サポートステーション蘂213-6051

家庭で処分に困っているタイヤ
などを有料で受け入れます

▶とき／6月13日・27日㈯8：30～11：30
▶ところ／資源再生センターストックヤ
ード（松岡二丁目）
▶対象品目／タイヤ、電動式健康器具、
電動自転車、オイルヒーターなど
▶定員／各30人（先着順、予約制）
▶申し込み・問い合わせ／各開催日の前日まで
に、電話で資源再生センター（蘂221-5316）へ

不 用 品 あ っ せ ん
◆さしあげます／稲刈り機、苗床の洗浄
機、ルームランナー、中型犬用ゲージ、小・
中型犬用ドームベッド
◆ゆずってください／ハムスターのゲージ
▶申し込み・問い合わせ／6月8日㈪
10：00から、電話でリサイクルプラザ（蘂
222-3196）へ
※物品の提供は無償が条件です。

※広告掲載の申し込み・お問い合わせは株式会社アサヒエージェンシー（蘂026-233-2222）へ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙と発行済みの広報ながのに掲載
した催しなどは、中止や延期になる場合があります。詳しくは、各問い合わせ先
にご確認ください。
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問環境保全温暖化対策課　蘂224-5034　FAX 224-5108　 kankyo@city.nagano.lg.jp

緊急情報やイベント情報
などをツイッターでお知
らせしています。

長野市の魅力をインス
タグラムで発信してい
ます。

市政情報はホームページ
でもご覧になれます。

レジ袋が有料化されます
　7月1日㈬から、スーパーやコンビニエンスストアなど、ほぼ全
ての小売業において、レジ袋が有料化されます。できるだけ無駄な
レジ袋を少なくし、環境問題解決の一歩になるよう、過剰な使用の
抑制に皆さんのご協力をお願いします。

●有料化の対象外となるレジ袋

　全てのプラスチック製買い物袋を減らしていくことが
望ましいですが、環境に影響の少ない一部のプラスチッ
ク製買い物袋は、有料化の対象外となります。
①厚さが50マイクロメートル以上
②海洋生分解性プラスチックの配合率が100パーセント
③バイオマス素材の配合率が25パーセント以上

◆「プラスチック・スマート」への取り組み
　プラスチックによる海洋汚染が世界で問題になってい
ます。世界全体で日々大量に発生する海洋プラスチック
ごみは、長期にわたって海に残存し、地球規模での環境
汚染が懸念されています。一方、プラスチックは軽くて
丈夫な性質のため、さまざまな容器包装に使われていて、
私たちの生活に必要不可欠なものです。プラスチックと
の賢い付き合い方を考え、実践することが「プラスチック・
スマート」という取り組みです。

7月1日㈬から

●有料となるレジ袋＝消費者が購入した商品を持ち運ぶ
ために用いる、持ち手の付いたプラスチック製買い物袋

「マイバッグで持ち帰ります」

プラスチックと賢く付き合うための行動を提案
します
◦マイバッグを持ち歩き、レジ袋はもらわない
◦マイボトルを持ち歩き、ペットボトルやプラ
スチックのカップを減らす
◦マイ箸を持ち歩き、プラスチックのスプーン
やフォークを減らす
◦プラスチック製のストローの使用を控える
◦詰め替え用ボトルなど、繰り返し使えるもの
を選ぶ
◦買い物のときには簡易包装を頼む
◎太文字は、プラスチックごみを減らすための
キーワード！


